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1．はじめに
　2020年初頭に確認された新型ウイルスによる疾患である
COVID-19は、その後世界中で感染拡大を起こし、我が国
も全国に緊急事態宣言を発令するほどの事態となった。
2020年5月25日、約2か月にわたる緊急事態宣言が全国で
解除され、日本では新型コロナウイルス感染症流行の第1波
が去ろうとしているが、緊急事態宣言の解除から1か月以
上が経過した今でも、感染者数は一部地域で増加の傾向
が見られるなど、依然として外出自粛や在宅での勤務が推
奨されている状況である。
　このような状況で一躍世間の脚光を浴び、企業などで相
次いで導入が進んだのがWeb会議やビデオ会議などのリ
モート会議システムである。Zoom・Webex・Microsoft 
Teamsなど様々なWeb会議システムが台頭することとなっ
た一方で、2020年3月から4月にかけてアプリの脆弱性やセ
キュリティ上の懸念、プライバシー面での問題が世界中か
ら次 と々指摘される事態も発生した。
　以降の章では、リモート会議システムのこれまでの標準
化活動の変遷や、Web会議システムの標準化の状況につい
て、アーキテクチャなどを踏まえて述べる。

2．リモート会議システムの標準化の変遷
　リモート会議システム関連の標準化は、国際通信連合の
電気通信標準化部門（ITU-T）において古くは1980年代か
ら検討が行われてきた。（従来のアナログ通信網を活用す
るシステムは更に以前より活動。）
　ITU-Tでは、1990年に現在のリモート会議システムの根
幹ともいえるISDNを活用したマルチメディアシステムの様々
な規格を包括する勧告であるH.320が策定され、1996年に
はH.320を現在のインターネット網で利用できるように拡張
したテレビ会議システムの要素や通信プロトコルに関する
勧告H.323が策定されている。
　H.323では、端末・ゲートウェイ・ゲートキーパー・多地
点間通信装置の4つの構成要素について規定されているほ
か、映像符号化方式のH.261・H.263、音声符号化方式
のG.711・G.729・G.723.1、シグナリングのためのH.225・
H.245で規定されるプロトコル、暗号化方式のH.235など
が包括されており、リモート会議システムの国際標準規格
は、これらの技術の発展及びシステムが利用する通信網
の変遷に伴い修正・追記が加えられてきた（図1）。H.320
はこれまでに6回、H.323はメジャーチェンジだけでも7回

（マイナーチェンジを含めると15回）の修正・追記が加えら
れている。

■図1．リモート会議システムの国際標準化の変遷
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Web会議システムの標準化動向

特　集　  COVID-19感染拡大下でのICT



ITUジャーナル　Vol. 50　No. 9（2020. 9）4

　近年では、インターネット技術特別調査委員会（IETF）に
おいて、HTTPやSMTPを基に設計されたSession Initiation 
Protocol（SIP）と呼ばれるプロトコルが2002年にRFC3261と
して発行され、バイナリ形式を採用しているH.323と比較し
てSIPのインターネットとの親和性の高さと拡張性の高さか
ら、H.323やその他の独自ベンダープロトコルなどからSIP
へ移行するシステムが増加傾向にある。今後のリモート会
議システムの標準プロトコルとして統合されつつあるSIPだ
が、こちらは閉じたシステムとして機器開発が始まったこと
もあり、SIPを実装したIP電話やサーバ間であっても、ベ
ンダーごとに異なる仕様を持っているなど相互接続性が保
証できていない点が課題とされている。

3．Web会議システムの国際標準について
　従来のテレビ会議システムなどは前述した包括勧告に含
まれる映像符号化方式・音声符号化方式・シグナリングな
どの標準規格で、品質・相互接続性・セキュリティなどが
保証されているのに対して、急速に普及が広まったZoom・
Webexなどの一般的なWeb会議システムは、従来のテレビ
会議システムとはアーキテクチャが異なることが分かってい
る。（図2）
　一般的なWeb会議システムは、H.323やSIPなどの通信
プロトコルは使用しておらず、Googleが2011年に提唱した
ウェブリアルタイムコミュニケーション（Web Real-Time 
Communication：WebRTC）というWebブラウザ上でリア
ルタイムコミュニケーションを可能にするオープンフレーム
ワークが採用されている。
　WebRTCはWebブラウザが備えている通信プロトコル上
であれば、いずれの方式をシグナリングプロトコルとして用

いても構わない方式をとっており、H.323やSIPのような従
来の通信プロトコルともゲートウェイを介して、相互接続が
可能となっている。
　WebRTCの標準化状況については、APIレベルの標準
化がW3Cで、プロトコルレベルでの標準化がIETFでそれ
ぞれ進められており、セキュリティに関しても検討が進んで
いる。2020年4月にZoomのセキュリティ面が話題となった
が、Zoomは厳密にはWebRTCを利用しておらず、非常に
機能が近い独自の仕組みを使用していたために、同年3月
から5月にかけての利用者の急増に伴い、セキュリティの脆
弱性が問題となってしまい、その後のアップデートで対応
することとなったということのようである。

4．おわりに
　近年の技術の標準化の流れとしては、実用面・実装面
の観点からユーザー主導のW3C・IETF・3GPPなどのフォー
ラム標準がまず作成され、その後に、ITUやISOなどのデ
ジュール標準の策定が行われることが多くなってきており、
現時点では、Web会議システムのアーキテクチャに関する
標準化は、各種のフォーラムが主体的に規格の検討を行っ
ている最中である。
　これらの技術は昨今の事情を想定していたわけではない
が、ステークホルダーが急増した結果として、本分野の標
準化活動が活発になったことに加え、活動が低調になって
いた一部の映像符号化の標準化活動が再燃するなど、今
回の状況が標準化活動の領域に与えた影響も少なくない。
　COVID-19により世界中で未だ予断を許さない昨今の状
況に鑑みると、Web会議システムに関するデジュール標準
の検討が始まるのもそう遠くはないと考えられる。

■図2．Web会議システムと従来のテレビ会議システムとの比較
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1．はじめに
　2020年4月、我が国のインターネットに関わる様 な々プレイ
ヤー間の連携強化を目的とする官民協議会「インターネット
トラヒック流通効率化検討協議会」（CONECT：COuncil 
for Network Efficiency by Cross-Layer Technical 
members）が発足した。折しも新型コロナウイルス感染症
の感染拡大により緊急事態宣言が発令され、外出自粛が
全国的に実施される情勢下において、日常の様々な活動が
テレワークやウェブ会議などインターネット上での活動に置
き換わり、改めてインターネットの重要性が広く再認識され
る中での発足となったが、本協議会は、本来的には、増
加を続けるインターネットトラヒックに対応していくために、
2019年から設立に向けた準備を関係者とともに進めてきた
ものである。
　本稿では、本協議会の発足に至った問題意識や背景、
活動内容や今後の展望等について紹介する。

2．設立の背景
　我が国におけるインターネットトラヒックは、総務省で集計
を開始した2004年からの2019年までの15年間、年平均にし
て3割程度のペースで増加を続けてきた（図1）。このトラヒッ
ク増加の大きな要因の一つは、動画配信サービスをはじめ

とする、いわゆるOTT（Over The Top）と呼ばれる大手
コンテンツ事業者群が配信するトラヒックであり、見方を変
えれば、大容量のコンテンツ消費が、ユーザーの消費嗜好
にマッチした結果、インターネットは急速に普及・発展して
きたともいえるかもしれない。いずれにせよ、2020年現在
において、インターネットは、既に経済社会活動にとってな
くてはならないライフラインの一つとなっており、我々は、
水道やガス・電気と同じように、ほぼ意識することなくイン
ターネットを日々利用している。近年、インターネットトラヒッ
クの増加のペースは、若干緩やかになりつつあるようにも
見えたが、インターネット利用の高度化・高品質化・多様化
はますます進んでおり、更には、いわゆるNew Normalと
呼ばれる新しい生活習慣の定着も受け、トラヒック需要の
伸びは、今後も継続していくものと予想している。（なお、
新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた、2020年
5月の集計値は、前年同月比で57.4%増と、近年なかった大
きな増分となっている。）
　この中で忘れられがちなのは、伸び続けるトラヒック需
要をインターネットのインフラ面で支えてきた、供給サイドで
あるネットワーク事業者の存在である。ネットワーク事業者
は、増え続けるインターネットトラヒックをさばき、届けるた
めに、回線やルーターといった設備を、日夜運用し、増強
し続けている。我が国のインターネット利用率は、2013年
には80％を超えており、マーケットとしては飽和状態・過
当競争にある中で、ネットワークの維持・増強のための設
備投資は、ネットワーク事業者にとって大きな負担となって
いる。これまでのところ、インターネットの高速化・大容量
化に関する技術革新及びそれに伴う設備の低廉化と、イン
ターネットトラヒックの増加速度の両者が上手くバランスし
ているようであるが、冒頭で述べたとおり、インターネット
トラヒックが大きく増加する中で、今後、技術革新の速度
が鈍化した場合には、インターネットの品質低下や利用料
金の上昇を招くような危険性をはらんでいる。
　実は、このような状態は今に始まったことではなく、現
行のインターネットのビジネスモデル（図2）が抱える宿命と
もいえ、実際、過去10年以上前から、いわゆる「インターネッ
トただ乗り論争」がグローバルで度々議論となってきた。

インターネットトラヒック流通効率化検討
協議会（CONECT）について
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■図1．我が国のブロードバンドトラヒックの推移
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これは、ネットワーク事業者サイドから見た場合に、大量
のトラヒックを配信しながらユーザーに対して様々なサービ
スを提供し莫大な利益を上げるコンテンツレイヤーが、ネッ
トワーク事業者が設備投資を行っているインフラ上に「た
だ乗り」をしてビジネスを行っているのではないか、受益
者負担の原則に基づき応分の負担をするべき、という議論
であり、ネットワークレイヤーとコンテンツレイヤーとの間の
レイヤー間に隔絶が生じる一因となっている。無論、コン
テンツ事業者は、自身が契約する通信事業者に対してイン
ターネット利用に係る費用を支払っており、コンテンツ事業
者サイドからすると「ただ乗り」ではないということになる
わけだが、インターネット通信はいわば壮大な「バケツリ
レー」であり、基本的には、契約関係にない複数の通信
事業者も通信に介在することが、この問題を複雑なものと
している。
　本稿の趣旨を若干逸脱するため、ここではこれ以上この
論争について多くを記載しないが、個人的な意見を申し上
げると、この議論は、いたってインターネットのビジネスモ
デルの問題であり、明確な答えがあるものではなく、建設
的なものではないと考えている。筆者としては、インターネッ
トを黙 と々維持し続けるネットワーク事業者各者の、インフ
ラ事業者としての矜

きょうじ

持に対して非常なるシンパシーを感じる
一方で、冒頭で述べたとおり、大量のトラヒック消費がユー
ザーの嗜好にマッチした結果だと思えば、現状のエコシス
テムは、それなりに合理的なものとも感じる。いずれにせよ、
短期的に解決が可能な問題とは思われない。
　このように、インターネットのコスト負担の問題は、いわ

ば永遠の課題ともいえるもので、2018年10月から総務省に
おいて開催された「ネットワーク中立性に関する研究会」に
おいても、インターネットに関する課題の一つとして、当然
に論点に含まれた。その中で、2019年4月の同研究会中間
報告書で示されたのが、レイヤー間の対立ではなく連携に
よって、増加するインターネットトラヒックに対応していく道
筋であり、当該提言を受けて、総務省において約1年の準
備期間をかけて設立に至ったものが、本協議会となる。

3．活動内容
　前章で述べたとおり、本協議会の主目的は、レイヤー間
の垣根を越えた連携体制を構築することにある。お互いの
ビジネスを展開する立場であるから簡単な話ではないが、
対立関係、あるいは没交渉でいるよりも、連携することで
少しでもインターネットトラヒック増加に対する問題解決に
近づけないか、というのが基本的な発想であり、まずは、
お互いの状況や抱える課題・悩みを理解しあうことから始
めようというものである。例えば、ネットワーク事業者は、
1日の通信量がピークを迎える夜間の時間帯のトラヒックに
合わせてネットワーク設計を行うため、ピーク時間帯の通
信を、他の“空いている”時間帯に逃がし、ピークトラヒッ
クを抑制することができれば、設備投資を抑えることがで
きる（反対に、ライブイベントのウェブ配信など突発的なト
ラヒック需要がピーク時間帯に発生した場合には、ネット
ワークが一時的に混雑することも起こり得る）。発想として
は電力の「ピークシフト」の概念に近く、比較的単純な発
想ではあるが、これについては、コンテンツサイドの協力
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■図2．インターネットのビジネスモデルのイメージ



ITUジャーナル　Vol. 50　No. 9（2020. 9） 7

なくしては実現し得ない。他方、コンテンツサイドとしてみ
ると、コンテンツの配信時間などはビジネス上の戦略で決
まっている場合もあり、簡単に配信時間をずらせないこと
も多い。しかしながら、近年、ゲームコンテンツなどでは、
サーバー負荷軽減の観点からか、発売日の一定期間前から
事前にダウンロードを可能にするなどの取組みもあり、ネッ
トワークサイド・コンテンツサイド、それぞれの考えを擦り
合わせることで、展開しているビジネスに影響を与えない範
囲で、協力し合えることもあるのではないかと考えている。
いずれにせよ、こういった議論を行うためにも、レイヤー間
の垣根を越えて話し合える場が必要になる。
　若干余談になるが、こうした会議体や団体を役所が立ち
上げた場合、アウトプット目標やマイルストーンを厳密に設
定し、あらかじめ定めた落としどころから離れることをとか
く嫌う傾向が強く、目標達成に固執するあまり、運営から
柔軟性が失われ、また一方で当初の目標を達成するや否や
モメンタムを失い活動が有名無実化する…このようなことが
役所関連の取組みでは起こりがちだと、筆者は感じている。
　このような背景から、本協議会については、参加者の間
で問題意識を共有し、議論の中から課題設定を行っていく
ことを企図し、運営の柔軟性に重きを置くため、設立時点
において、（総務省としての思いはあるにしても）あえて明
確・具体的な目標を設定することはしなかった。他方、重
視したのは、会合のグランドルールともいうべきものであり、
以下をコアのコンセプトとして、構成員各者が情報を持ち寄
りながら、本音で議論できる環境作りに注力した。
・レイヤー間の垣根を越えた様 な々プレイヤーが集まる中で、

課題解決に向けた技術的・実質的・建設的な議論を行
うため、構成員は各社の技術担当者を基本とすること。

・お互いに有益な情報を出し合えるよう、協議会で共有さ
れた情報は、基本的に構成員限りのものとすること。

・協議会内部の議論内容を社会にフィードバックできるよ
う、協議会内での合意の上、適切な情報発信に努める
こと。

　これまで、初回（2020年4月23日）及び第2回（同年7月
16日）と協議会の会合（web会議にて実施）を行う中で、
当然に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大下における
インターネットトラヒック動向と、その際の課題についての
議論が中心となった。参加各者、オープンにはできないよ
うな情報を持ち寄りながらの議論であったため、詳細をこ
こに記載できないことが残念であるが、概要を記載すると
以下のとおりである。

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大下におけるイン
ターネットトラヒックは、感染拡大防止のための在宅時間
の増加により、着実に増加。特に平日日中帯の伸びが顕
著（図3）。

・インターネットのバックボーンについては、各社、トラヒッ
クのピークを迎える夜間帯においても、なお余裕を持た
せられるよう設計を行っており、今回のトラヒック増でも
大きな問題は発生していない。

・他方、インターネットの通信は多くのプレイヤーが関与し
て成り立っていることから、様々なボトルネックが存在し
得るため、ミクロのレベルでは、様々な問題が発生して
いることも考えられる。課題把握のための分析・取組み
が重要。

・また、近年、大型コンテンツの配信開始やライブイベント
のネット配信など、突発的・イベント的なトラヒックのス
パイクの発生が課題。コンテンツ事業者とネットワーク事
業者等の間で情報共有を行うなどにより、事前の対策が
可能になるのではないか。

・さらに、大規模災害発生時における事業者間連携等に
ついても、レイヤーをまたいだ枠組みを構築できないか。

　協議会の全体会合は、3か月に1回程度の割合で開催する
方針であるが、レイヤー間の情報共有や、災害時の連携の
枠組み構築など、個別のテーマに係る議論については、分
科会を設置し、より深い議論を行っていく予定である。また、
slackやメーリングリスト等で随時の情報共有を行っており、
本協議会の趣旨に鑑みれば、このような情報共有の体制を
構築できたことそのものに一定の価値があり、既に目的の
半ば以上を達成できているといっても過言ではないと感じ
ている。
　この点に関して、再び若干の余談になる。新型コロナウ

■図3．新型コロナウイルス感染症の影響下におけるトラヒック状況
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イルス感染症に係るインターネットトラヒックの影響について
は、全世界的な課題となっており、例えば欧州では、欧州
委員会及びBERECが共同声明を出し、コンテンツ事業者等
へトラヒック抑制を呼びかけるなどしている（図4）。実際、
大手コンテンツ事業者の中には、グローバルあるいは欧州
などの特定地域において、動画コンテンツの画質の低減や、
コンテンツのダウンロード速度を抑制するなどにより、ネッ
トワークの負荷軽減措置を講じたところもあった。幸いに
して我が国では、既に述べたとおり、ネットワーク事業者
各者の平素からの設備投資により、トラヒックの急増が大
きな問題とはならなかったことから、あえて危機感をあお
るような情報発信を政府として行わず、また、コンテンツ事
業者等に対しても、欧州で行われたようなトラヒック抑制に
関する呼びかけを行うことはなかった。しかしながら、政
府として決して無為無策でいたということではなく、本協議
会を通じて、トラヒックについては常にモニタリングしつつ、
大きな問題が生じ得るレベルにまでその水準が上昇する蓋
然性が高まった場合には、本協議会に参加している大手コ
ンテンツ事業者等に何らかの対策の実施を呼びかけられる
よう、常に準備をしていたところであるし、構成員各者と事
前に相談できる体制ができていた。繰り返しになるが、官
民で協力し、レイヤーをまたいでこういったチャンネルを構
築できたことは、非常に価値あることだと考えている。

4．今後の展望について
　前章で記載しているとおり、現在の取組みの中心は、レ
イヤーの垣根を超えてインターネットに関する問題意識・課

題感の共有であり、具体的な課題解決については、今後、
議論を続けていく必要がある。当面、レイヤー間の情報共
有や、災害時の連携の枠組みについて、試行を重ねつつ、
検討を進めていくことになるだろうと考えている。
　また、本協議会の構成員は、現状、設立準備時点で総
務省から見てアクセスが比較的容易であった大手の通信事
業者・コンテンツ事業者等が中心となっており、本稿執筆
時点（2020年8月中旬）において34者と、当初想定してい
たよりも大所帯となってはいるが、まだまだ取組みとしては
小規模なものである。既に繰り返して述べてきたとおり、
本協議会では、公にはできない・しにくい情報等を持ち寄
りながら、本音での議論を展開していくことを目指しており、
無際限に構成員を拡大していくことは難しい。しかしなが
ら、グローバルなプレイヤーも含め本協議会のカバレッジ
を、コンセプトを維持しつつどのように広めていくかという
点及び本協議会に参加されていない方々に対し、どのよう
に取組みを共有しフィードバックしていくかという点が、運
営面での今後の課題の一つである。

謝辞
　最後になったが、本協議会を設立・運営するにあたり、
多大なる御尽力をいただいている主査のNTTコミュニケー
ションズ・吉田氏及び共同事務局の同社・三田氏をはじめ、
御参画いただいた各社の皆様の御厚意に厚く御礼申し上げ
たい。本協議会の活動を通じて、インターネットが各ステー
クホルダー諸氏の善意・協力・連携・熱量によって成り立っ
ていることを改めて実感した次第である。
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■図4．欧州における新型コロナウイルス感染症を受けた取組み
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　世界的に新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の感
染が拡大する中、日本国内でも緊急事態宣言が発令され、
感染予防及び拡大の防止、参加者及び関係者の健康・安
全面を第一に、会議やセミナーの中止や延期、Web会議の
導入等今までにない対応を余儀なくされた。本稿では、TTC
が関係する国際会議や、緊急事態宣言下における国内の
対応状況について説明する。

1．ITU
　ITUでは、3月中旬に全職員のテレワークと、全ての会議
を遠隔とする方針を決定した。完全なバーチャル会議の実
現に向けて、迅速な対応が取られた。これまで100年もの間、
当たり前のように行われてきた国際会議の開催方法が大き
く変わろうとしている。

1.1　ITUの迅速な対応

　ITUでは、2020年に入ってしばらくはSGの各会合は予定
どおり記載されてきたが、出国制限がある国の参加者に配
慮して、遠隔参加を可能にする運用を行ってきた。しかし、
3月11日にWHOから「パンデミックに相当する」との表明
がなされ、3月16日以降に開催する全ての会議を当面遠隔
会議とする方針を示した。また、2つの主要な会議「World 
Information Society（WSIS）Forum」「AI for Good 
Global Summit」の8、9月への延期も発表された。その後、

「AI for Good Global Summit」は集合イベントを中止し、
2020年内全てデジタルプログラムで開催することが公表さ
れた。
　Houlin Zhao事務総長が「COVID-19に対応するために
は重要な情報と情報技術のネットワークとサービスが重要で
ある。」、Chaesub Lee電気通信標準化局長が「仮想空間
への移行を迅速に進め、MyWorkspaceプラットフォームを
フル活用する。利用にあたりフィードバックが欲しい。」と
発表するなど、ITUの幹部からICTを積極的に活用してい
くことが表明された。
　COVID-19対策について各国のICTを活用したベストプラ
クティスが、ITUが立ち上げた「Global Network Resiliency 
Platform（REG4COVID）」と称されるプラットフォームで

閲覧することができる。REG4COVIDは、各国の政府や
業界関係者が、電気通信サービスを最大限に活用できるよ
う支援することを目的としている。
　以下6つのカテゴリーで、登録された優良事例を閲覧する
ことができる。
　① Consumer Protection
　② Traffic Management, Prioritization of Traffic
　③ Broadband Availability, Affordability, Accessibility
　④ Emergency Telecommunications
　⑤ Universal Service, Strategies
　⑥ Quality of Service and Quality of Experience
　このプラットフォームには、「AI for Good Global Summit」
のデジタルプログラムへリンクがされている。このプログラ
ムはZoomを活用した完全なWebセミナーで、3月27日から
毎週1回程度配信されている。当初イベントを行う予定だっ
た5月上旬には、集中してセミナーの配信が行われた。1回
は1時間半程度で、モデレータと複数の講演者によるパネ
ルディスカッションとなっている。詳細は別稿で参照いただ
きたい。

1.2　遠隔会議参加のためのガイドライン

　ITU-Tでは、遠隔会議参加のためのガイドライン「ITU-T
のAシリーズ勧告のサプリメント4（ITU-T Series A：Supplement 
on guidelines for remote participation）」を規定している。
会合の形式を、①対面で実施される通常の会議、②①に
Webcastを含むもの、③①に遠隔参加型会議が含まれるも
の、④完全なバーチャル会議の4つを区分している。ガイド
ラインは③と④の補足である。対象はワークショップやセミ
ナーを除く、SG・TSAG・ワーキングパーティ・ラポーター
グループ・フォーカスグループ等全てを含む。

○遠隔参加型会議を開催する議長や幹事国に対して示さ
れた指針

I．　参加者がリモート環境の準備に十分な時間を確保でき
るように、少なくとも12日前までにTSBに通知する（推
奨）。

II． 音声マイクの運用を以下のうちどちらにするか事前に選

新型コロナウィルス感染症（COVID-19）
で変わる会議・セミナー模様

金
かね

子
こ

　麻
ま い

衣一般社団法人情報通信技術委員会　企画担当 企画戦略部長
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び通知する。
① リモート参加者のマイクは、デフォルトでミュートされ

ておらずいつでも介入できるが、ノイズの干渉を防ぐ
ために、発声しない場合はマイクをミュートにするよ
う促す

② リモート参加者のマイクは、デフォルトでミュートされ、
モデレータが要求した場合等ケースバイケースでミュー
トが解除される

III．議長とモデレータは予定開始10分前に、システムが機
能していることや、文章が表示及び共有できることを
確認する（推奨）。

IV． 議長は、会議の冒頭に、リモート参加があることを表
明し、リモート参加者全員が名前と所属等自己紹介す
るよう促す。自己紹介終了後に参加者が追加された場
合は、ツールから特定の音がするので、議長が新しい
参加者に自己紹介を求める。

V． 議長は、会議が始まる前に自分の名前や所属をはっき
りと伝える（通訳を伴う場合や、障がい者の参加があ
る場合に有効）。

VI．リモート参加者の接続が不良の場合や、ノイズがひど
い時はミュートにすることができる。また、改善が見
られない場合はミーティングの退出を要求できる。

○リモート参加者の指針
I．　可能な限り光ファイバー等有線回線を利用して参加する。
II． パソコン等のマイクやスピーカーではなくヘッドセット

を使用する（推奨）。
III．議長やモデレータが音量レベルをチェックできるよう

に、会議の開始5分前までに接続する（推奨）。
IV． 自分の氏名・所属を明確に述べる（推奨）。
V． ノイズが入らないように静かな場所から参加する。
VI．オーディオの問題を補うことができるように、ゆっくり、

はっきりと話し、最後に「以上で終了です。」と締めく
くる。

VII．接続状態が悪く、議長から要求があった場合は、チャッ
トに書き込む。

VIII．技術的な問題が発生した場合、参加が中断される可
能性があることを受け入れる。

IX．問題が発生した場合はモデレータに報告することがで
きる。

1.3　SG17会合（3月17日～ 26日）

　会合開催直前に、SG会合として初めてDecision Making
ができる完全なバーチャル会議への移行が決定した。電
子会議ツールは、ITU-TのMyWorkspace Version 3.0が
利用された（図1）。自動翻訳サービスがオンラインでは利

特　集　  COVID-19感染拡大下でのICT

■図1．MyWorkspace画面と機能

・マイページ機能
・ITU-Tの専門家によるチャットサービス
・会議ドキュメントのブックマーク
・メーリングリストに管理
・作業グループによるフィルタを使用したイベントのカレンダー
・遠隔参加サービス（2019）
・デリゲートネットワーキングの「マッチング」機能（2019）
・ITU文書の機械翻訳（2019）
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用できないため、言語は英語のみとされた。また、会合前
に全世界の参加者を対象に接続確認が実施された。
　MyWorkspaceの操作は難しくはないが、画面共有や発
言の仕方など多少の慣れは必要で、会議中に接続が切れ
たり、音声が聞こえづらくなる事象が若干発生した。しかし、
音声による議論、画面の共有、議事の進行等通常の会議と
同様に進行し、大きな問題はなかった。MyWorkspaceに
はサポート担当がいて、使用方法などの質問やトラブルに
対応していた。TSBからセッションごとの参加者の一覧も公
開された。発言する場合は、チャットに「May I have the 
floor?」と書き込む。チャットで発言する参加者も多数いる
など、補足的な議論等でもチャットは活用されていた。さ
らに、MyWorkspaceのシステムログから統計データとして、
セッション別、課題別、国別など、正確な参加者データが
作成された。これも完全なバーチャル会議ならではのメリッ
トといえる。
　議論は刻 と々流れが変わり各国の主張も変化していく、
通常の会議では、日本代表団で適宜話し合い折衷案を決め
る。完全なバーチャル会合の場合、個 人々が各拠点から入
るため情報交換が難しい。本会合では、日本代表団が円
滑に会議を進められるようTTCの会議室を提供し、適宜
相談できる環境を用意した。会場では、感染防止のため座
席を離し、換気のため入り口を開放状態とした。

1.4　SG3会合（3月31日～4月9日）

　SG17と同様に、完全なバーチャル会議としMyWorkspace
が採用された。通常は、会合の開始前に議長・副議長で
構成される運営委員会の会議を2回行うが、今回は準備に
万全を期すため4回行った。MyWorkspaceの利用について
は、TSBが開始直前に行ったトレーニングのおかげで、本
番の会議はスムーズに行われた。通常は、6か国語（英語、
フランス語、スペイン語、ロシア語、中国語及びアラビア語）
の同時通訳が入るが、システム上難しいことから使用言語
は英語のみとした。英語と他言語間の文書の自動翻訳が
できるAIベースのツールを準備していたこともあり、最後ま
で問題になることはなかった。
　議長からすると、参加者全員がメインチャンネルに投影さ
れた文書を見ながら議論することができ、それに対する反
応をGroup chatで即時に確認できたのは非常に効率的で
あった。通常の会議では、一人の発言が終わった後にフロ
アからの発言を求めるが、MyWorkspaceの場合、発言し
ている間にチャットに多数の意見が寄せられるため、次の

発言者を選ぶことが容易になる。また、発言を取りこぼす
ことがないので、効率的かつ公平な仕組みといえる。1日
の会合時間数は通常の半分程度の4時間程だったが、成果
は変わらないと感じた。本会合が成功した要因の一つは、
事前に「contingency plan」といって、各作業グループの
議長の代理人を事前に決めておいたこと。これにより回線
が切れた時に、議論を中断することなく進めることができた。
　一方で、会合の規模が大きすぎてパソコン上で参加者全
員の顔を見ることができなかったので、反応や会場の雰囲
気をつかむことができなかった。通常の会議では、いかに
参加者の反応や雰囲気に基づいて議事進行をしていたか
気付かされた。また、通常会議では主要国とオフラインで
ロビーイングを行っているが、それができないため、少人
数で話すことができるツールもあると有益ではないかという
意見もあった。今後、バーチャル会議が主流になるとすれ
ば、スムーズな会議運営を行うためには、リスニング力だ
けではなく、パソコン上に流れる短いテキストを一瞬で読
み、理解する力も必要になると感じた。

1.5　SG12会合（4月15日～24日）

　以前からMyWorkspaceを用いた会議を実施していたの
と、会合の1週間前に、TSBが練習用会議を開催していた
ため、当日は問題なく進めることができた。ジュネーブ時
間の9：30～11：00、11：30～13：00、13：30～15：30、
15：30～17：00で開催され、おおむね時間通りに進行され
たが、長時間ヘッドフォンを着けていることに疲労を訴える
参加者もいた。
　1回のセッションで参加者は数十人を超える。議長は参
加者名のみで出席の有無を判断しなければならず、確認が
大変だった。チャットを利用した議論は事前に禁止され、
発言したい場合はチャットボックスに「＋ｑ」と投入するこ
とで、挙手を示すルールとされた。
　コーヒーブレイクを設けることができないため、オフライ
ンで議論したり、話を整理したりまとめる時間が不足して
いるように感じた。実際、通常の会議に比べると情報交換
ができなかったと感じる参加者が多いように思った。

1.6　SG9会合（4月16日～23日）

　SG会合が完全リモート開催となってから4つ目の会合と
なり、ITU-T側もこなれてきた印象であった。TSBがポイ
ントを押さえた事前チュートリアルを数回開催したことも
あって、会合自体は非常にスムーズに進んだ。セッション
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はジュネーブ時間で、①8：00～9：30、②9：45～11：15、
③11：30～13：00、④13：15～14：45、⑤15：00～16：30
の5枠が設定された。アジア地域では夜間・深夜対応する
ことで1日を乗り切ったが、夕方まで通常の業務をこなさな
ければならない参加者も多く、一部の参加者に疲弊が見ら
れた。アメリカ地域については不便な時間帯を強いること
になり、プレナリセッションは、極力時差の妥協を図るべ
く④⑤の枠で調整した。
　発言希望者にはMyWorkspaceの“挙手機能”を使って
もらった。これにより、発言希望者の名前が挙手した順に
リストに掲示されるため、顔が見えない中でも全く問題なく
発言許可を出すことができた。チャット機能は、発言内容
の明確化（例えば、英単語のスペルの表記）のために活用
された。Web会議では、参加者同士のオフライン会話（会
議中のヒソヒソ話含む）が難しいが、マネジメント陣では
WeChatにグループを作成して、Web会議の裏でプライベー
トな情報交換を行った。
　全体として、品質には大きな問題はなかったが、一部の
参加者には声が割れる、ガサガサといった雑音が聞こえる、
などの問題があった。参加者のイヤホンマイクの性能や使
い方（口との距離など）にも一定の基準が必要かもしれな
い。また、アフリカ地域からの参加者が、数度にわたり突
然セッションから離脱するケースがあったが、原因は降雨
による停電であった。通信インフラのみならず、電源イン
フラもリモート会議には重要な役割を果たしていることを実
感した。

2．第2回APT WTSA準備会合（5月13日～15日）
　APT WTSA準備会合は、4年に1度開催されるITU-T
の総会WTSA-20（電気通信標準化総会）に向けた提案を、
APT（アジア・太平洋電気通信共同体）で取りまとめる重
要な会合である。TTC専務理事の前田は議長として、
APT事務局長と相談し完全なバーチャル会議での開催を
決定した。オンラインによる会議開催は初めてのことで、
作業方法を定める「APT WTSA会合の作業規則」を改
定した。会議ツールは、Zoomの最新版を採用し、会議前
日に接続試験を実施した。
　開催時間は時差を考慮して、6時間を最大として日本時
間13：00～19：00となった。このような時差による開催時
間の制約や、ネットワーク接続品質の維持、障害発生時の
対処など難しい面が明らかとなった。一方で、出張を伴う
集合型に比べ、マレーシア、インドネシア、タイ、インド、

ベトナムなどの開発発展途上国からの参加が増え、集合型
では100名程度の参加が平均的であるのに対し、2倍以上
の257名が参加した。人的リソースが豊富な国は、時間単
位で参加者を割り当てるなど柔軟に対応していた。次回の
準備会合も完全なバーチャル会議で実施することが決定し
ている。

3．バーチャルMoU調印式
　一般社団法人情報通信技術委員会（TTC）は、一般社
団法人量子ICTフォーラム（QICTF）と連携して、量子技
術の情報発信、標準化・実用化、交流・連携の場の提供
を行うため、協力関係に関する覚書（MoU）を締結した。
QICTFは、量子情報通信技術の健全な発展を支援するこ
とを目的として、19の企業、16の国内の研究機関・大学が
連携して設立された団体である。
　当初は、MoU締結の調印式と合わせて、量子技術関連
のセミナーをTTC会員内外に告知し盛大に行うことを想
定していた。しかし、COVID-19感染拡大の状況に鑑み、
1か月ほど前に関係者数名による調印式をTTC会議室で行
い、セミナーを延期とする判断を下した。その後、状況は改
善せず、緊急事態宣言の実施有無が議論されるようになっ
たため、1週間前に完全なバーチャル会議への移行を決断
した。当日は、TTC側がホストを務め13名がオンラインで
参加した。遠隔ではあったが、実際の会議室で行っている
かのように“顔が見える”素晴らしい会合であった（図2）。

4．オンラインセミナー
　TTCでは毎月1回程度、セミナーを開催しているが、2月
以降会場セミナーの開催を中止してきた。夏以降も会場セ
ミナーの開催が厳しくなることが想定されるため、5月と6月
に完全バーチャルなオンラインセミナーを開催した。テーマ
はICTを活用した国内外のCOVID-19対策とCES2020の

特　集　  COVID-19感染拡大下でのICT

■図2．Zoomを活用した調印式の模様
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模様とした。できるだけ多くのTTC会員が視聴できる環境
であること、トライアル的要素もあったため、なるべくコス
トを掛けず実現できる方法を模索した。まず、会員の中で
も利用が多いTeams のライブイベントを試したが、何度も
途切れる場面があり、視聴に耐えるものではないと判断し
た。次に、ZoomのWebinarオプションを利用することを考
えたが、セキュリティ問題でZoomの利用を控える企業が増
えてきた時期でもあり、Zoomを活用しつつ参加者には
YouTubeを視聴いただくライブ配信に決定した。
　事前に、講演者等関係者と確認テストを行い、音をハウ
リングさせないこと、音声やビデオのオンオフのタイミング
など細かく打合せを行った。TTC関係者には参加者として
YouTubeを閲覧してもらい、見え方などを確認してもらっ
た。募集期間は1週間と非常に短かったが、1回当たり平均
で170名の事前登録があった。通常のセミナーでは当日の
参加率が登録の7割になってしまうこともあるが、オンライ
ンセミナーの当日の視聴者数は平均で、事前登録者数の
90.1%と通常のセミナーでは考えられない参加率となった。
　質疑応答は、リアルタイムで他の参加者の質問も同時に
見られるようにするため、インタラクティブアンケートサー
ビス「Sli.do」をGoogleスライドに連携させて自動表示する
方法を取った。「いいね」が多く集まった質問が上位から3件
程度が発表スライドに表示されるほか、投稿されたばかり
の質問もリアルタイムに表示される（図3）。今回のセミナー
では、司会・講演者・質疑対応・Sli.do管理を一人称で行っ

ていたため、対応が終了した質問を消す作業などに少々手
間取った。今後はSli.do管理に専用の担当者を付ける必要
があると感じた。
　開催後のアンケートでは、「オンラインセミナーを今後も
受講したい」が96％と圧倒的に多く、移動時間を気にせず
気軽に参加できる、他の作業をしながら情報収集をするこ
とができるなどの利点が挙げられた。質疑応答については、
通常の会場セミナーより質問がしやすく、たくさんの質問
に効率良く答えられていて勉強になったと好意的な意見が
大半を占めた。さらに、当日のセミナー動画を会員限定で
公開していることから、セミナー終了後も視聴回数を日々
伸ばしており、開催から1週間経過したところで約2倍になっ
ている。
　このように、オンラインセミナーは気軽に視聴ができるこ
とや、当日視聴できなかった方々にも情報提供することが
できるなど、メリットは大きい。COVID-19に対する有効な
治療方法やワクチンが存在しない中で、しばらくはオンライ
ンセミナーが中心になるとは思うが、会場セミナーとオンラ
インセミナーを併用してほしいという意見も多く頂戴してお
り、セミナーの新たな運用形態を検討していきたい。

5．おわりに
　SG会合などでは、チャットの利用有無や発言の参加方
法は、各会議で異なるものの会議の進行はおおむね良好
であったことが分かる。それは、通常の会場会議とは異な

■図3．オンラインセミナー質疑応答の様子
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る対策がきちんと取られていたからにほかならない。
・事前に接続試験を行う
・ネットワークが切れた時を考慮して議長代理を事前に決

めておく
・発言方法を事前に決めておく
・AIによる多言語翻訳サービスを導入
　一方で、実際の会議と異なりオフラインで情報交換をす
る場が不足しているという意見が多かった。WeChatを別
に活用した会合もあったが、今後は、Zoomのブレイクアウ
トルームのように、参加者をサブグループに分けて議論す
る機能を活用する方法等も有効なのではないだろうか。ま
た、ジュネーブ時間で開催されたため、日本とは8時間の
時差があり、当然議論は夜中にまで及ぶこともあった。今
後完全なバーチャル会議を実施する際は、参加国の時間
の制約を考慮して会議日程と会議構成を柔軟に検討する必
要があるだろう。
　バーチャル調印式やオンラインセミナーでは、Face to 
faceでの交流ができないもどかしさはあるものの、調印式
については、タイミングを逃さず実行することで結束力を高
めることができたし、セミナーでは今までにない人数を動員
し、効率良く質問に答える場を演出するなど、バーチャル
会議の可能性を実感することができた。バーチャルを一歩
踏み込んで活用しているのは、韓国の通信事業者KTと台
湾の通信プロバイダー FarEas Toneである。両社は4月に、
VRを使って遠隔でMoUを調印している。ニュースではVR
のサングラスを掛けた代表者が、画面上で握手をする姿が
映し出されていた。5GとVRについては、エンターテインメ
ントにおける利用が強調されがちだが、ビジネスユースの
可能性を体現する良い事例となった。パンデミックの厳し
い状況であるからこそ、日本においてもICTを積極的に活
用し乗り越えていく必要がある。
　全般的に、オンライン会合への参加者は、完全なバーチャ
ル会議に対して移動時間がかからず、別の作業をしながら
でも聴講することができる作業効率性と、旅費など経費が
掛からない点に大きなメリットを感じているようだ。さらに、

ジュネーブ等時差のある海外への出張は一定のリスクが伴
い、それを回避できるのも大きい。COVID-19への対応は、
今までのように1か所に集合して行う会議やセミナーの運営
の在り方を見直す良い契機となるであろう。
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1．はじめに
　KDDIとKDDI総合研究所は、新型コロナウイルス感染
症の拡大により、多くの人が密閉空間に集う芸術文化の自
粛が継続する中、ウィズコロナ期の公演の在り方を模索し
ている新日本フィルハーモニー交響楽団と東京混声合唱団
とともに、新しい音楽鑑賞の提案として119名のミュージシャ
ンが演奏したバーチャルコンサートを、2020年6月8日から

「新音楽視聴体験 音のVR」アプリにより配信を開始した。
　KDDI総合研究所が開発した「音のVR」は、360度動画
の見たい・聴きたい部分の音と映像に自由自在にフォーカ
スできるインタラクティブ視聴技術である。最大360度8K
ビデオを伴う360度3Dオーディオから、空間的に自然な広が
りと定位を持つ、任意の範囲の音場をリアルタイムに合成、
再生することができる。「音のVR」アプリを活用したバー
チャルコンサートでは、視聴者の動作やスマートフォンなど
の操作に応じて、好きなパートに近づいたり遠ざかったり
することができ、あたかもコンサートホールの舞台上や客
席を自由自在に移動し、自分だけの特等席で音楽を鑑賞し
ているような疑似体験が可能である。
　本稿では、音のVR技術の技術概要と制作方法、今回の

取組みにおける制作方法を振り返るとともに、取組みの経
緯と社会貢献への思いを述べ、最後に今後を展望する。

2．音のVR技術
2.1　背景

　インタラクティブ視聴は、視聴者の操作や動作に応じて、
任意のアングルや位置から実際のシーンを臨むことができ
るため、通信、放送及び他のエンタテインメントなど、幅
広い用途が見込まれている［1−3］。近年、ARやVR技術の活
用が進展するにつれて、360度動画のインタラクティブ視聴
が注目を浴びている［4、5］。360度動画は通常、人の視野角
以下の定められた画角で、すなわち360度のうち、任意の
範囲を選択的に表示する。一方、人の聴覚は全方位的で
あることから、これらの音響は通常、360度全ての範囲を
再生する。この再生には、アンビソニックス［6］、バイノーラ
ル［7］あるいはサラウンド方式が用いられることが多いが、
結果として、視聴者が見る映像の範囲と聴く音場の範囲と
に差異が生じている。また、360度動画のインタラクティブ
視聴は視線方向の自由度を視聴者に提供したもので、視点
位置は制限されるが、画角の自由度を視聴者に提供するこ

新しい音楽鑑賞の提案
―「音のVR」を活用したバーチャルコンサート―　

株式会社KDDI総合研究所
イノベーションセンター
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グループ
研究マネージャー

KDDI株式会社
コミュニケーション本部
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■図1．360度動画の見たい・聴きたい部分にフォーカスできるインタラクティブ視聴技術「音のVR」



ITUジャーナル　Vol. 50　No. 9（2020. 9）16

とにより、視点位置の移動感を伴わせ、より自由な新たな
体験とインタラクションを視聴者に提供できると考えた。そ
こで、研究開発にあたり、空間的な広がりを持つ音場として、
任意の範囲を選択的に合成し、映像の表示範囲に体感的
に合致したインタラクティブ視聴の実現を狙いとした。

2.2　技術概要と制作方法

　これまでに筆者らは、360度動画のインタラクティブ視聴
向けに、指定した任意の角度範囲の音場を合成する音場の
選択的合成手法を提案し、提案手法を組み込んだスマート
デバイス向けの360度動画再生アプリ（iOSアプリケーショ
ンソフトウェア）を開発した［8、9］。提案手法は、2チャネル
間のスペクトル変形に基づくステレオ幅制御ならびに時間
周波数マスキングを用いて、円状または球状マイクロホンア
レイにより収音されたマルチチャネルサラウンド音響から、
任意の方向を中心とした最小30度程度から最大360度の任
意の角度範囲を持ち、拡大縮小されたステレオ幅を伴う2チャ
ネルステレオ音響を合成しており、空間情報が保たれると
いう特徴を持つ。本アプリでは、スマートデバイスのタッチ
スクリーン上におけるジェスチャによる操作と、スマートデ
バイスの回転や移動による動作により、視聴者が指定した
任意の角度範囲の360度動画を楽しむことができ、再生さ
れる2チャネルステレオ音響はその範囲に応じて空間同期の
観点から変化する。提案手法は、短時間フーリェ変換

（short-time Fourier transform：STFT）及びオーバラッ
プアドを伴う逆STFTにより、周波数領域でのデジタル信
号処理として実装している。
　コンテンツは、正20面体を成す19チャネルの球状マイク
ロホンアレイ（Zylia社製ZM-1）などにより収音して、マル
チチャネルサラウンド音響に変換の上、MPEG-4 AACま
たはMPEG-4 ALSフォーマットで、また、360度ビデオカメ
ラ（Shenzhen Arashi Vision社製Insta360 Pro 2）など
により撮影して、ITU-T Rec. H.264/MPEG-4 AVCまたは
ITU-T Rec. H.265/MPEG-H HEVCフォーマットで、一体
としてMP4またはTSファイルフォーマットで格納、多重化して
いる。なお、後処理スティッチングにより動画解像度は最大
8Kエクイレクタングラフォーマットの7680×3840ピクセル、
ビデオソースのフレームレートは30fps及びオーディオソース
のサンプリングレートは48kHz、量子化ビットは24bitである。
　以上により、見たい・聴きたい部分の音と映像に自由自
在にフォーカスできるインタラクティブ視聴技術「音のVR」
を実現している。

2.3　今回の取組みにおける制作方法

　今回のバーチャルコンサートの取組みにあたっては、一
同が一堂に会しての前述の撮影収録に代えて、119名の
ミュージシャンの皆さんそれぞれに、スマートフォンなどに
より、個別に撮影収録いただき、VR化とサラウンド化を行
う制作方法をとった。手順は、まず、ピアノ伴奏の撮影収
録を行い、次に、その伴奏をイヤホンなどで聴きながら、
譜面どおりに演奏、撮影収録いただくという流れである。
これにより、曲中でのずれは生じないが、頭出しは手作業
であり、本コンテンツは制作チームの苦労の賜物となった。
なお、動画背景の「すみだトリフォニーホール」のステージ
写真は、制作チームが事前に撮影を行った。

3．取組みの経緯と社会貢献への思い
　KDDIとKDDI総合研究所は、開発した技術やアプリの
受容調査、インタラクティブ視聴技術の普及ならびに広報
を主な目的として、CEATECなどの主要な展示会に出展す
るとともに、4Gよりもはるかに早い通信速度で、遅延なく
多くのデバイスと通信できる次世代通信規格5Gサービスの
開始を見据え、「5G時代の新しい音楽視聴体験」をテーマ
に、2017年より音のVR技術を活用したコンテンツ制作を開
始。これまで、「モーニング娘。」「アンジュルム」などアイ
ドルグループのコンテンツを配信し、ファン目線では「推し
メンの映像にも音にもズームできる」、アーティスト目線では

「誰もがセンターになれる」といった音楽鑑賞の新しい体験
価値を生み出してきた。
　そして本来であれば、5Gサービスが開始される2020年
は、「5G時代の新しい音楽視聴体験」を5Gエリア内で実
現していくはずだったが、新型コロナウイルスの影響により
計画を変更。多くの小中高等学校で卒業式の式典中止や

特　集　  COVID-19感染拡大下でのICT

■図2．使用したマイクロホンとカメラ
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縮小が余儀なくされ、卒業合唱を歌うことによる思い出づ
くりができなくなった社会問題を受け、「卒業式で歌われる
合唱曲を卒業生に送ろう」という趣旨で、日本を代表する
プロ合唱団である東京混声合唱団とともに、まるで卒業式
の合唱の場にいるような疑似体験を楽しめる卒業式向け合
唱コンテンツを制作し、2020年3月に「音のVR」アプリで
配信した。
　その後も不要不急の外出自粛や活動自粛により公演の中
止が相次ぐエンタテインメント界では、ミュージシャンたち
がリモート（テレワーク）で演奏や合唱を行い、YouTube
で公開する活動が広がっていた。そうした中、ウィズコロ
ナ期の公演の在り方を模索している新日本フィルハーモ

ニー交響楽団と東京混声合唱団とともに、自粛明けの音楽
活動の再開・始動に向けた新しい音楽鑑賞の提案として、
今回の119名のミュージシャンが演奏した「音のVR」バー
チャルコンサートを企画。通信技術を活用して新型コロナ
ウイルスの影響による社会課題を解決したいというKDDIと
KDDI総合研究所の考えと、ミュージシャンとして困難な状
況におかれながらも、「新しいことに挑戦して活路を見出し
たい」という両団の想いが共鳴し実現するに至った。

4．おわりに
　本稿では、音のVR技術の技術概要と制作方法、今回の
取組みにおける制作方法を振り返るとともに、取組みの経
緯と社会貢献への思いを述べた。
　KDDI総合研究所が開発した「音のVR」は、360度動
画の見たい・聴きたい部分の音と映像に自由自在にフォー
カスできるインタラクティブ視聴技術である。
　インタラクティブ視聴において、視線方向の自由度だけ
でなく画角の自由度も視聴者に提供し、音にも映像にも自
由自在にフォーカスできるという「音のVR」の一機能は、
制作者視点のマスコンテンツに対しても、視聴者ごとの好
みの被写体、すなわち好みのアイドルやスポーツ選手に「近
づける」という、ユーザセントリックエンタテインメントを実
現し、視聴者視点の新たな体験価値を訴求するとともに、
コロナ禍においても、新しい音楽鑑賞の提案として、社会
課題の解決に貢献することができたと考えている。
　「音のVR」は、音楽鑑賞やスポーツ観戦をより能動的に、
お客さまごとの好みに応じて楽しんでいただきたい、という
思いから開発した。コロナ禍で生まれたバーチャルコンサー
トを、新しい音楽鑑賞スタイルで楽しんでいただければ幸
いである。
　KDDIは会社の目指す姿に「社会の持続的な成長に貢献
する会社」を掲げ、自社の成長のみならず社会課題にしっ
かりと向き合い、SDGsの取組みを通じて社会と共に成長を
目指している。また、新型コロナウイルス感染症対応に関
する基本方針の一つとして、「生活の不安・困難を減らし、
心を満たせるようなお客さま体験」を提案することで社会
的使命に応えていくことを宣言している。2020年3月の卒業
合唱から始まった、コロナ禍における音のVR技術を活用し
た取組みは、これら企業方針を具現化した取組みでもある。
今後もKDDI、KDDI総合研究所は、通信技術や五感技術、
パートナーシップを通じて社会課題の解決に貢献していく。

■図3．アイドルグループのコンテンツ制作に活用［10］

■図4．卒業合唱コンテンツ
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1．はじめに
　新型コロナウィルスの影響で、BCP（Business Continuity 
Plan：事業継続計画）としてのテレワークが広く認知・評価
されてきた。感染症によるパンデミック時の事業継続を支
える仕組みとして、テレワークを活用した柔軟な働き方が
大きく役立つことを実感された方も多いだろう。本稿では、
今回のコロナ禍に対する事業継続策として有効な、テレワー
ク、クラウドシフト、遠隔支援について言及する。
　BCPの定義について、おさらいしておこう。経産省外局
の中小企業庁によると、「BCP（事業継続計画）とは、企
業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇
した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつ
つ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とする
ために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継
続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことで
す。」とある。新型コロナウィルスのような感染症だけでなく、
自然災害などの緊急事態は突然発生する。その際に、倒
産や事業縮小に至らないために、BCPを準備しておくこと
が重要である。また、このような対策が、顧客の信用を得、
企業価値を向上させることにつながる。

2．感染症対策としてのBCP
　企業がBCPを策定する場合、事業継続を阻むリスクとし
て、「自然災害」と「人的災害」が考えられる。「自然災害」
とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴
火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。「人
的災害」とは、大気汚染・水質汚濁などの都市公害、工場
や土建現場などでの災害などの産業災害、陸上交通機関・
飛行機・船舶の運行による災害である交通災害、設計・施
工の劣悪などによる管理災害のことをいう。自然災害を想
定したBCPを整備している企業は増えてきたが、感染症を
想定したBCPを策定している企業はまだ少ない。2002年の
SARS感染拡大をきっかけに感染症を想定したBCPを整備
した企業も、今回の新型コロナウィルスへの対策として、
大きく見直しが必要になったかもしれない。
　地震などの自然災害や事故などの人的災害を想定した
BCPでは、以下のことを検討する。

　優先すべき中核事業を決め、その事業の目標復旧時間
を設定する。事業停止を防ぐための代替案を検討し、
BCPで目指すべき事業レベルの決定を行う。
　自然災害や人的災害は、瞬間的に発生して、その後復旧
へ向かう、という流れになる。しかし、感染症は、設備や
オフィスのファシリティなど物理的な損害を受けたり、その
復旧が必要になるものではない。感染の拡大を抑制しなが
ら、いつ終息するのか不確定なまま、事業を継続すること
を想定しなければならない。
　企業の設備や従業員の健康に支障が出ているわけでは
ない、しかし、感染を防ぐために人と人との接触を極力減
らす必要がある、という状況である。人と対面で会うこと
を避ける、公共交通機関や公共の場・物を利用しない、
移動をできる限り制限する、という状況が、数か月から数
年レベルで継続するわけである。
　特定の場所で人に対してサービスを提供する飲食業など
は、政府からの自粛要請によって、事業継続に困難をきた
すことは避けられないかもしれない。
　しかし、いわゆる「オフィスワーク」で成り立っている企
業の事業においては、様々な技術が進化した現代において、
事業を継続できる部分は多くあると考えられる。実際に、
2020年4月の緊急事態宣言以降、在宅勤務を余儀なくされ、
いろいろな課題を感じつつも、テレワークでできる業務も
多くあるという実感を得ている方も多いのではないかと思
う。内閣府の調査で、全国でテレワークを実施した人の率
は34.6%、東京23区に限れば55.5%。そのうち継続を希望
する人は8割を超えた、という結果も出ている。
　BCPの中でも特に、感染症対策において、移動制限、
密な状態の回避という制限下で有効な施策としては、テレ
ワーク、クラウドサービスの利用、遠隔からの作業支援な
どがある。

①テレワークは、自宅などオフィス以外の場所で業務を
行うこと。自宅に持ち帰るPCなどの環境整備、通信
経路のセキュリティ確保などが重要な要素となる。

②クラウドサービスの利用は、インターネット接続によっ
てどこからでもつながるサービス（アプリケーション）
を利用することによって、オフィス以外の場所でも業務
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ソリューション



ITUジャーナル　Vol. 50　No. 9（2020. 9）20

の遂行を可能にするものである。
③遠隔からの作業支援は、オフィスではない現場作業に

ついて、特に海外現場への支援などを、リモートから
の対応によって、実現するものである。従来、現地に行っ
て対応していた現場作業の指導や研修、トラブル対応
などを、遠隔から行うことを実現する。

　これらの施策について、テレワークとクラウドサービス利
用については当社での取組みを、現場作業の遠隔支援に
ついてはユースケースを紹介する。また、それぞれに関連
するソリューションについて説明する。

3．テレワーク
　当社は、在宅勤務については、2008年から開始している
が、当時は限定的な利用だった。対象者は「育児や介護な
どの理由のある者」、就業場所は自宅のみと限定されてい
た。基本的にはオフィスで仕事をするのだが、どうしてもや
りきれない仕事があったり、子供の病気などの理由で、「仕
方なく自宅に仕事を持ち帰る」という利用のしかたが大半で
あった。当時の利用者は、社員の1%程度だった。
　2010年あたりから、社内のIT環境の整備の方針により、
管理職や営業職の社員は、社内で仕事をする環境としても、

「シンクライアントをVPNで仮想PCに接続して業務を行う」
ことが推奨されるようになった。私も含め、この環境に切
り替えていた社員は、東北震災や台風や大雪のときにも、
自宅からのテレワークで業務を継続することができたので
ある。
　2016年からは、働き方改革の一環としてテレワークが強
く推進されることになる。制度を「在宅勤務制度」から「タ
イム&ロケーションフリーワーク制度」に変えて、誰もが利
用できる制度として、対象者を大幅に広げた。当初は、管
理職及び裁量労働の社員を対象に、そこから順次拡大し
て、2018年には、3年目以上の総合職社員まで対象とした。
この時点で、社員の90%程度が対象となった。場所も、自
宅に限らず、外出先でも、サテライトオフィスでも可能とし、

対象業務の制約も外した。会社としては、極力、制約を設
けず、選択肢を広げており、実際の利用については、部門
やプロジェクトで判断する、という形をとっている。
　とはいえ、2020年初めの時点で全ての社員がVPN接続
環境を利用していたわけではない。オフィス通勤がベース
で、デスクトップPCで開発業務を行っていた者も少なくな
い。そこへ、3月末に会社から「原則、全員在宅勤務せよ」
という通達が来たのである。急に社員のほぼ全員が在宅勤
務をしなければならなくなった。普段からシンクライアント
を使い、テレワークを活用していた社員は、難なく在宅勤
務へ移行した。しかし、シンクライアント環境が整ってい
なかった社員は、慌ててPCなどの手配をすることになった。
その間、プロジェクト状況などにより、休暇を推奨したり、
会議の中止、業務のやりかたの見直しなどがバタバタと進
められることになった。
　急激にテレワーク（VPN接続）が増えたことによって、ネッ
トワーク接続がうまくいかない、通信が途切れる、PCの動
作が遅いなどの問題が発生し、情報システム部門は、問題
対応に奔走することになった。
　4月中の対応により、5月からはほぼ全員が自宅からのテ
レワークを実践しており、7月現在も約9割の社員が在宅勤
務で業務を遂行している。テレワークは定着し、BCPとし
てだけではなく今後の働き方として有効だという認識が広
がっている。ニューノーマルにおける働き方として継続する
と考えられるため、当社では社員全員を対象にテレワーク
を利用できるよう、制度の見直しを行っている。
　安全なテレワークを実現するための例を示す。セキュリ
ティ対策として以下のような項目が挙げられる。（図1参照）

①HDD（ハードディスクドライブ）の暗号化
②USBメモリなど外部デバイスの利用制限や情報持ち出

し制限
③VPN（仮想プライベートネットワーク）による通信の暗

号化
④マルウェア対策などのセキュリティ対策

■図1．安全なテレワーク環境の例
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　当社では、このような環境でテレワークを実施している。
オフィスにいる場合も同様の環境で業務を行っているため、
オフィス、自宅、サテライトオフィス、その他の場所など、
どこにいてもシームレスに業務を行うことができている。ま
た、これらの仕組みを「テレワークソリューション」として、
お客様へ提供している。普段からこのような環境で業務を
行うことによって、災害や感染症対策のBCPとしても活用
できるわけである。

4．クラウドサービスの利用
　当社は、図1にもあるように、コラボレーション基盤として

「Microsoft365」を利用している。シンクライアントから接
続した仮想PC及びデバイス制御がかかった公用スマート
フォンからのアクセスが可能である。メールやスケジュール
はもちろん、コミュニケーションツールを使ったチャットや
ビデオ会議も、どこからでも利用できる。このようなクラウ
ドサービスの利用により、場所の制約を受けず柔軟な働き
方が可能になり、BCPとしても有効なものとなる。
　クラウドサービスの利用は、アプリケーションだけではな
い。従来、自社で所有・運用していたIT資産をクラウドに
シフトすることで、拡大・縮小などのスケーリングが柔軟に
なり、運用の負担が減少し、データのバックアップやリカバ
リーが担保される。経済産業省が「2025年の崖」として警
告を出し、その対策方針として「DX（デジタルトランスフォー
メーション）」が提唱されている。クラウドへの移行は、DX
の流れとしても促進されているが、災害時などのBCPとし
ても大きな意味をもつ。
　クラウドのサービスモデルは、大きく3つに分類される。

①SaaS（Software as a Service）
クラウドサービスとしてアプリケーションが提供され、
プラットフォームやインフラストラクチャも含め、クラウ
ド事業者が構築・管理する。アプリケーションには、
PCやタブレット、スマートフォンなど様々な端末から、
ウェブブラウザや、アプリケーションによるプログラム
インタフェースを通じてアクセスする。ユーザは、イン
フラストラクチャはもとより、各アプリケーションの機能
も、構築したり管理したりすることはない。ただし、ユー
ザに固有のアプリケーションの設定は可能である。

②PaaS（Platform as a Service）
クラウドサービスとして、アプリケーションを実装する
ためのプラットフォームが提供され、アプリケーション
の実装はユーザが行う。プラットフォームとしては、プ
ログラミング言語、ライブラリ、サービス及びツールな
どがある。ユーザは、インフラストラクチャを管理した
りコントロールしたりすることはないが、自分が実装し
たアプリケーションと、そのアプリケーションをホスト
する環境の設定が可能である。

③IaaS（Infrastructure as a Service）
クラウドサービスとして、インフラストラクチャが提供
される。利用者に提供される機能は、演算機能、スト
レージ、ネットワークその他の基礎的コンピューティン
グリソースを配置することである。そこで、ユーザはオ
ペレーティングシステムやアプリケーションを含む任意
のソフトウェアを実装し動作させることができる。ユー
ザは、インフラストラクチャを構築したり管理したりす
ることはないが、オペレーティングシステム、ストレージ、

■図2．クラウドのサービスモデル
出典：「NISTによるクラウドコンピューティングの定義−米国国立標準技術研究所による推奨」

（独）情報処理推進機構による日本語翻訳（https://www.ipa.go.jp/files/000025366.pdf）を参考に作成
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実装されたアプリケーションに対する管理が可能であ
る。

　自社のIT資産、アプリケーション資産の現状を把握し、
今後の投資計画を見据え、BCPの観点からも、クラウドへ
のシフトは、企業として避けられない動きであろう。

5．遠隔からの作業支援
　感染症対策で影響を受けるのは、オフィスに限らず、現
場作業もある。
　従来は、海外拠点などの現場で問題が発生した場合、
本社の熟練者が拠点に赴き、直接指導などの対応をして
いた。それが移動制限がかかり、行けない状態である。
対策がなければ、業務がストップしてしまう。
　また、現場作業で複数人によるクロスチェックが必要で、
それによって品質を確保している場合、クロスチェックを行
おうとすると、密な状態を作ってしまう。
　さらに、現場作業終了後、事務所に戻って報告書を書く
という状況も多いだろう。感染症対策下では、事務所に集
まるのがはばかられる。
　このような課題に対して、現場の画像や映像を共有した
り、現場で作業報告を作成することによって、遠隔からの
現場作業支援ができるソリューションは有効である。
　実際の適用ケースには、以下のようなものがある。

①設備メーカーでの海外工場サポート
海外のお客様工場へ納品した設備の問合せやトラブル
発生時に、お客様自身にスマートグラスをつけていた
だき、日本本社の熟練者と現場の映像を共有し、迅
速な遠隔サポートを実現する。海外への移動をせずに、
現場のサポートを可能にするものである。

②社会インフラ業での遠隔クロスチェックによる効率化

これまで2人作業で実施してきた作業実施と作業確認
を、遠隔クロスチェックに変更し、作業確認者は事務
所から複数現場をクロスチェックすることにより、密な
状況を回避できる。また、移動時間の削減ができ、作
業効率も向上する。

③機器メーカーでの海外保守作業のリアルタイム把握
海外の保守員は、スマートフォンの専用アプリ上で、作
業ナビゲーションに従い、手順通りに写真を撮影した
り、文章を音声入力したりするだけで、作業報告書の
作成やExcelへの出力が自動で行える。事務所に戻る
必要がなく、不要な移動を削減でき、かつ、事務所で
の人との対面を減らすことができる。また、管理者は、
リアルタイムに作業進捗状況の確認ができ、効率も向
上する。

5．おわりに
　新型コロナウィルスの終息には、まだしばらく時間がか
かると想定される。
　今回の経験により、多くの企業の方々が、感染症発生時
のBCPとしてテレワークが有効であり、テレワークでできる
業務も多くあることを理解されたと思う。クラウドサービス
を活用することによって、さらに可能になる業務の幅が広
がる。また、移動が厳しく制限される中で、現場作業を止
めず、遠隔から支援によって遂行する仕組みが有効だと認
識されたのではないだろうか。
　パンデミック時の事業継続策としてのテレワークや遠隔
支援は、ニューノーマルにおける働き方が定着する時代に、
有効な手段だといえる。新型コロナ感染予防対策で、仕方
なくテレワークを実施した企業も、コロナが終息したあと
に完全に元の働き方に戻すのではなく、従業員にとって、

■図3．現場作業を本社から遠隔支援
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会社にとって、よりよい働き方を採用すべきだろう。
　この機会に、BCPの見直し・策定とともに、今後の通常
業務の見直しを行い、働き方改革につなげ、生産性の向上、
企業の成長につながる取組みにしていきたい。

※本稿に記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標

です。
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　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大に伴い、
諸外国ではICTを活用した様々な対策が行われている。そ
の事例の一部が、専門家によるWebセミナーやパネルディ
スカッションで構成されるAI for Good Global Summit（以
下、AIサミット）のデジタルプログラムである。本稿はこの
プログラムを基に、日本の関係者がサービスやソリューショ
ン開発をする上で参考にしていただければと、不足してい
る情報を他のメディアも調査しながらまとめたものである。

1．AI サミットとは
　政府、産業界、学術界、メディア、37の国連関係機関、
そしてACM（米国コンピュータ情報学会）、XPRIZE財団
をパートナーとして結集したAIに関する国際的なイベントで
ある。開催の背景は、ITUや国連が、近年急速な進歩を
遂げるAIが社会的課題を解決し、国連の持続可能な開発
目標（以下、SDGs）の進展を加速させる大きな可能性を
秘めていると捉えているからである。世界中で生活を向上
させるためにAIをどのように活用するか、教育・医療・健
康福祉・商業・農業・宇宙など幅広い分野における活発な

議論や、産官学連携によるプロジェクトの生成を通じて、
SDGs実現を加速させるAIの実用化を目指している。
　2017年から年1回開催され、2020年で4回目の開催となる
予定だったが、COVID-19の影響で一旦5月から9月へ開催
延期を決定したものの、その後年内の会場イベントを中止し
通年デジタルプログラムで行われることが発表された。デジ
タルプログラムは、3月27日から毎週1回、1時間半程度、Zoom
をベースとしたWebinarで行われている。モデレータ・講
演者・パネリストによるディスカッションが主な内容で、4月
まではCOVID-19対策を中心に、5月からはスタートアップ
の紹介や、発展途上国におけるICT導入の課題など従来の
AIサミットと同じように、幅広い分野を網羅している。本
稿の基になっているプログラムを以下に示す（表1）。

2．韓国・中国・日本における感染者数の推移
　韓国・中国・日本における人口100万人当たりのCOVID-19
の感染者数を比較すると、韓国は2020年3月15日頃から、
中国は2月16日以降感染者数がなだらかになっており、感染
拡大が見られてからわずか3週間程度で急激な増加を食い

ICT×COVID-19との闘い
―AI for Good Global Summitより―　

金
かね

子
こ

　麻
ま い

衣一般社団法人情報通信技術委員会　企画担当 企画戦略部長
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■表1．AI for Good Global Summit 2020のCOVID-19関連の主なデジタルプログラム

実施日 プログラム名

モデレータ・講師・パネリスト

3/27 韓国における感染者数曲線平坦化のためのICTとAIの活用事例

・韓国厚生省健康福祉部疾病予防管理センター（KCDC）リスク評価部門のディレクター
・成均館大学校（ソウルの私立大学）のインタラクションサイエンス学部教授

4/9 世界的大流行に対する中国のデジタル保健戦略

・中国情報通信研究院（CAICT）のスマートヘルス部門の技術者

・中国電信（チャイナテレコム）のマシンビジョンの研究開発・標準化担当のディレクター

4/24 自動運転車・モビリティの未来について

・Roborace（AI自動運転マシンによるモータースポーツ）とADA（Roboraceを推進する非営利団体）の創設者
・世界経済フォーラム 自動車・自動車関連事業本部長
・デューク大学電気情報工学科教授

5/20 クラウドソーシングとAIを組み合わせてパンデミックに取り組む

・Geneva Tsinghua Initiative（ジュネーブ大学と精華大学のSDGs達成に向けた教育プログラム）事務局長
・バルセロナ大学教授 AI関連研究者
・ミラノ工科大学教授 コンピュータ工学
・欧州イノベーション会議（European Innovation Council-Innovation Ecosystems Unit）副本部長
・AIcrowd（AIを活用して課題を解決するプラットフォーム運営）CEO兼共同設立者
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止めることができている。日本が徐々に数を増やしているの
とは対照的である（図1）。この要因の一つに、韓国・中国
のICTを活用した積極的な対策が関係していると考えた。

3．韓国におけるAIとICTの活用事例
　MERSの教訓から、最優先で接触者と感染者の把握を行
い、民間の助けを得て迅速に様々な取組みを行って感染拡
大を食い止めた。感染者が訪問した場所を確認できるアプ
リや、官民共同でマスクの在庫を確認できるサイトが代表例
である。さらにAIを活用した検査キットや医療ソリューショ
ンを、スタートアップ中心に実用化にこぎつけた。また、休
講中の生徒に対する学習支援アプリの提供など手厚い対応
が見られる。

3.1　得られた教訓

　韓国が先手を打って様々な対策を行うことができたの
は、2015年のMERS（中東呼吸器症候群）感染拡大を食
い止められなかった失敗から学んでいるところが大きい。
その教訓は、①迅速な対応、②ひたすら検査すること、
③接触者の検診・隔離・監視を徹底する、④民間の助けを
得て官民一体で取り組む、と4つにまとめられている。

3.2　スマート検疫システム

　スマート検疫システムを整備し、感染症が発生した国から
の渡航に関する情報を関係部署で収集し、検疫プロセスを
徹底した。関係部署は、検疫所・国民健康保険公団・外
務省・法務省・通信キャリア・疾病予防管理センター（以下、
KCDC）と多岐にわたる（図2）。

3.3　ドライブスルー検査

　他の患者との接触を防ぐ目的で、市役所や体育館の駐車
場などで約85の検査施設が運用された（2020年3月19日時
点）。検査数は平均で1日1.5万件、最大で2万件に上り、累
計検査数は3月25日時点で357,896件と、日本がこの数を超
えたのは5月11日のことである。検査は10分ほどで終了し、
結果は3日以内にSMSで通知されるなど利便性の高い検査
となっている。

3.4　感染者・接触者の追跡

　政府が運営する感染者情報サイトでは、名前こそ伏せら
れているが、年齢・性別・職場・おおよその住所・利用し
たコンビニ・移動に使用した電車等が事細かく公開されて
いる。これらの情報は、感染患者にインタビューして得ら

■図1．韓国・中国・日本における感染者数の推移
（出典：札幌医科大学医学部 附属フロンティア医学研究所 ゲノム医科学部門ホームページより筆者加工）

■図2．スマート検疫システム
（出典：KCDCホームページ スマート検疫情報システムプロジェクト）



ITUジャーナル　Vol. 50　No. 9（2020. 9）26

れた情報のほか、「感染病の予防及び管理に関する法律」
に基づき、クレジットカードの利用履歴、防犯カメラ、電
話の位置情報、医療記録等のビッグデータを活用している。

3.5　感染状況確認サイト・アプリ

　政府が収集した感染者・接触者の追跡情報を基に、有
志等が「Corona 100m」アプリを開発した（図3）。感染
が確認された患者の位置情報が確認できるもので、多い
時で1時間当たり約2万回ダウンロードされた。アプリは、
感染者が立ち寄った場所の100メートル以内に利用者が近
づくとアラームが鳴る機能を搭載している。

3.6　マスクアプリ

　官民が連携してマスクを購入できる場所を表示するサイ
トやアプリを構築している。在庫データは健康保険審査評
価院（HIRA）が収集し、情報社会振興院（NIA）は販
売店舗の名前、在庫数、日付などのデータを日々変更して
いる。通信会社のKTがそれらの情報にアクセスするAPIを
提供する。この仕組みができているのも、薬局や全国チェー
ンの小売店・郵便局が在庫・売上データを提供しているか
らである。スタートアップ企業B-Brosが提供するマスクアプ
リでは、地図上に色で在庫の有無やおおよその個数を表示
している（図4）。大手ポータルサイトのNaverやKakaoも情
報提供を開始している。

3.7　ボットサービスの活用

　大手ポータルサイトNaverが提供するAIプラットフォーム
「Clova」では、感染者に1日に2回自動的に電話をかけ、
発熱や呼吸器症状をチェックするAIベースのボットサービ
スを提供している。カウンセリング結果はメールで保険セン

ターに共有される。同様のサービスはICT企業WISEnutか
らも提供され、市民に感染防止策や適切な対策を知らせる
公益サービスとして活用されている。

3.8　検査キットの開発や検査プロセスの迅速化

　バイオテック企業Seegeneは、AIを使用してCOVID-19の
検査キットの開発期間を大幅に短縮した。研究開始から3週
間後にはKCDCに申請書類を提出、通常1年半かかる承認
プロセスを大幅に短縮し1週間後には承認した。早々に輸
出を開始し、世界60か国1000万テストを販売した。
　AIを活用した医療ソリューションを提供するVUNOは、
医療画像の読み取りにAIを導入し、肺のX線とCTを3秒以
内に撮影し、集中医療が必要な患者を3秒以内にスクリー
ニングする分析アプリを開発、自社のホームページで無償
提供している（https://covid19.vunomed.com/）。AIをベー
スとした医療分析会社であるJLK-Inspectionも、同様の画
像診断ソリューションを開発中である。

3.9　新薬開発

　AIを活用した先進医療企業DEARGENは、コロナウイル
スに対処できる化合物を特定するAIディープラーニングアル
ゴリズム（MT-DTI）を開発し、HIV薬がコロナウイルスの
外側にあるタンパク質を無効にすることを明らかにした。ガ
ン治療薬開発企業ARONTIERは、コロナウイルスを迅速
に治療できる候補物質を発見するためのAIプラットフォー
ムを開発している。
　政府は、新薬開発の平均期間を15年から半分の7年に短

特　集　  COVID-19感染拡大下でのICT

■図3．Corona 100m
（出典：CNN.co.jp 新型コロナの追跡アプリが人気、感染
者の訪問先など表示）

■図4．マスクアプリ（病院予約アプリ「DdocDoc」を運営する
B-Brosが提供）

（出典：BRIDGEニュース「韓国の新型コロナ対策が賞賛を
集める裏にはスタートアップの努力が大きく貢献」）
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縮することを目指し、2019年に今後3年間でAIを使用した医
薬品の開発を支援する投資258億ウォン（23億円）を発表、
スタートアップの躍進を後押ししている。

3.10　検査キットの開発

　MiCo BioMedは、平昌オリンピックでバイオテロ病原体
の検出機器をKCDCと開発した企業で、陽性か1時間で検
出できる高速分子分析システム「VERI-Q PCR316」を開
発した。短時間で結果が出るポータブル型のため、空港や
医療センター等に設置された。現在は、ポーランド、ハン
ガリー、ルーマニア、エクアドル、バングラデシュ、セネガル、
ブラジルといった世界各国で使用されている。
　バイオテックのAhram BiosystemsとDoknip Biopharm
は提携して、30分でウイルスを特定できるバッテリ駆動型の
ポータブル検査機器「Palm PCRTM（Ultra-Fast Mobile 
PCR System）」を開発した（図5）。複数のウイルスに感染
していると探知できないという欠点もあるが、1回の充電で
4時間以上操作ができるということで、ニュー・ノーマル下
で様々な施設における活用が見込まれる。

3.11　リモートワーク推進支援

　リモートワークに必要なソフトウェアの無償提供や、必要
なツールの導入について無償で相談に乗る企業が登場して
いる。Rsupportは、自社のリモートワーク用のソリューショ
ンをスタートアップ企業に対して無償提供することを発表して
いる。ちなみに日本語のページも整備されている。TWCは、
在宅勤務中の企業を支援するため、顧客対応に問題を抱え

る企業を対象に、クラウドベースの統合相談窓口「CLOUD 
GATE」を運営し、お客様相談ソリューションを無償で提供
している。カカオトーク、Naver、フェイスブックメッセン
ジャーなど複数のチャンネルを統合して相談効率を高めて
いる。

3.12　学習支援

　韓国の新学期は3月からであるが、度々授業再開を延期し、
小学校3年生以上は2020年4月9日から一斉にオンライン授
業を導入することになった。韓国教育学術振興院（KERIS）・
教育放送公社（EBS）が開発したシステムを活用し、Wi-Fi
整備と同時に必要な機材が支給される。経済的に困窮す
る家庭には、端末等の支援が行われる。
　休校期間中には、民間企業から学習支援アプリの提供が
相次いだ。Catch It Playが運営するモバイル英語学習アプ
リ「Catch It English」は、2020年7月31日まで月9,900ウォ
ン（約870円）の利用料をなしで提供する。文部科学省長
官賞を受賞し、既に一部の小学校の授業で使われているア
プリでは、友達とチャットで交流しながら競争したり、設定
した目標を協力しながら達成することができる。Classum
は、同社のオンライン教育サービスを、休講や休校で通常
通りの授業ができない学校・教育機関に2020年6月30日ま
で無償提供している。質問・通知・フィードバック・アンケー
トなど授業に必要な機能が全てそろっている。Classting 
Inc.が提供するCLASSTINGは、教育機関向けのコミュニ
ケーションツールで、学校からの休校等のお知らせや、父
母から欠席の連絡、学習資料を共有することができる機能
を備える。今回は、小・中学校の数学・科学・社会・英語
の4科目をサポートするAIベースの個別学習システムを1か
月無償提供した。

3.13　ステイホーム疲れを癒やすアプリ

　Lifegoeson Company Corpの「Laundrygo」は、洗濯
物を玄関前のスマートランドリーボックスに入れておくと、
深夜にスマートボックスを回収し衣類を洗濯して、翌日深夜
までに玄関前に配達するサービスである。完全非対面サー
ビスで、利用者にほとんど手が掛からないため、導入当初
から人気はあったが、COVID-19対策で、天然由来の抗ウ
イルス洗剤を使用するなどの取組みが功を奏して20％ほど
売上げがアップした。
　テック企業HYPERCONNECTのSNSアプリ「Azar」は、
190か国の人 と々ビデオチャットでつなぐアプリを提供して

■図5．Palm PCRTM（Ultra-Fast Mobile PCR System）
（出典：Ahram Biosystems、Inc.ホームページ）
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いる。スマートフォンの画面に出ているプロフィール写真を、
右から左にスワイプするだけで、簡単にビデオチャットする
ことができる。音声及びテキスト翻訳機能も搭載されてお
り、言語を心配する必要はない。サイトのトップには、マッ
チング数がリアルタイムで表示されており、2020年5月末時
点で約830億回を超えている。
　30人ほどの心理学の専門家が立ち上げた瞑想アプリ

「Kokkiri」は、日替わりの瞑想や心理学的なアドバイスを
提供する。ベストセラー作家の僧侶が制作を主導したこと
から話題になった。リラックスするのに適した音楽も流れる。

4．中国における5G・AI・ロボットを活用した対策
　早い段階から複数の省庁間を調整する機能が働き、マス
クや防護服など医療品を管理するプラットフォームが構築さ
れた。CAICT（中国情報通信研究院）と通信3キャリア
が連携した追跡アプリの他、官民協力して5G、AI、ロボッ
トを活用した医療体制が提供されている。CAICTからは
COVID-19におけるデジタル医療のベストプラクティスが発
表されている。

4.1　中国の状況と主な対応

　2019年12月30日に感染が確認されてから、武漢市の28
の指定病院等を支援するために42,600人の医療スタッフが
全国から集められた。不足している病院を建設するために、
春節にもかかわらず何千人もの建設作業員が日夜問わず対
応した。
　初期の段階で、複数の省庁間を調整する機能や、マスク
や防護服などの医療品を管理するプラットフォームが構築
された。2019年に5G元年を迎えた中国では、全国31の省・
直轄市・自治区のうち、22の地域において5Gを用いた何ら
かの対策が取られた。5GやAI、ロボットなどを活用したデ
ジタル医療のベストプラクティスが、CAICTから3冊の報
告書として公表されている。2020年6月11日時点で中国語
のみとなっている。目次を以下に示す。
　① 遠隔医療と医療専門ネットワークの応用例
　② 5G医療応用例
　③ AI応用例
　④ 農村地域の応用例
　⑤ 工業インターネットの応用例
　⑥ ロボットの実例
　⑦ インターネット病院の事例

4.2　クラウド病院の整備

　チャイナテレコムは、日々発表される感染者数はただの
数字ではなく人間であることを忘れず、生活の質の向上を
デジタル技術でどう貢献できるのか様々な取組みを検討し
た。主な取組みは、新病院の建設に合わせて5Gネットワー
クを駆使したクラウドシステム環境を1週間あまりで構築し
たことである。2020年1月23日に新病院の建設が開始され、
24日から5Gネットワークの敷設を行い、26日にはシステム
を完成させた。クラウドシステムには、病院情報、検査情報、
画像保管、待合予約等が含まれる。2月2日に病院が完成
する前の1月31日には、遠隔医療が開始されている。

4.3　5Gを活用した遠隔診断

　武漢の病院と、専門家グループがいる北京の人民解放軍
病院を5Gでつなぎ、患者の診察記録と検査結果をリアルタ
イムで確認し、その場で診断が行われた。5Gの広帯域、
低遅延の特徴により、数十枚の高解像度画像の転送を数
秒で実現した。カメラ等必要なデバイスを搭載し、CTデー
タ等を即座に送信する「5G遠隔医療カート」が活躍した。

4.4　検査プロセスの迅速化

　南海大学と深圳Tuan xiang Technology（ビデオ監視シ
ステム）のプロジェクトチームは、高解像度のCTデータを
数秒で処理できる診断システムを開発し、感染者のスクリー
ニングに活用した。AlibabaのDAMO Academyチームは、
20秒以内にCT画像を分析するAIを開発した。医師の診断
時間の60分の1程度で済むほか、精度は90％以上という。
スタートアップのInfervisionは、肺のCT画像から感染の可
能性が高い場合にアラートを出し、医師の診断をサポート
する。2017年に創業したDeepwise Technologyも、クラウ
ドベースの画像診断支援ソリューション「Dr.Wise Cloud」
を提供するなど、CT画像やX線画像の解析によるCOVID-19
のスクリーニングに取り組む企業が多数出てきている。

4.5　ワクチン開発

　Global Health Drug Discovery Institute（GHDDI）と
Alibaba Cloudが協力してAIとビッグデータを活用した薬剤
の研究開発プラットフォームを構築、ワクチンの開発を支援
している。Alibabaの創業者である馬雲の財団（The Ma 
You Charity Foundation）は、ワクチン開発の加速化を
支援するため1億円を寄付した。スーパーコンピューターな
どが無償で提供され、感染者のウイルスからDNAを抽出し

特　集　  COVID-19感染拡大下でのICT
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たゲノム計算や、大量にある国内外の文献分析に使用され
ている。BaiduのLinearFoldアルゴリズムは、ウイルスの全
ゲノムRNAの二次構造予測時間を、55分から27秒に短縮
することを可能にするなど、AI技術がワクチンの研究開発
や薬剤スクリーニングの効率を著しく向上させている。

4.6　公共における対応測定システム

 　集団感染リスクを低減するため、赤外線サーマルイメー
ジング技術を統合し、駅・空港・地下鉄・ショッピングモー
ルなどの人口密集地域の歩行者の温度検出を実施した。
従来の検出システムでは、混雑した場所では熱源が多すぎ
て画像を効果的に識別できないが、AIをベースとした新シ
ステムは、顔ごとに温度が正確に分かるように調整し、温
度が高い人を発見するとアラームを鳴らし、スタッフが検温
するスクリーニングの仕組みを構築した。

4.7　症例の追跡と分析

 　CAICTと中国の3つの通信キャリア（China Telecom、
China Unicom、China Mobile）が共同で、通信事業者の
ビッグデータを活用して、全国の携帯電話利用者16億人に
旅程紹介サービスを提供した。操作は簡単で、ユーザは
QRコードをスキャンするかWeChatで電話番号を入力し、
SMSで確認するだけである。アプリに表示されたコードの
色で感染状況を表す。赤色は「感染」、黄色は「濃厚接触
の疑いまたは隔離が必要」、緑色は「問題なし」。政府が
個人ごとに状況を判断して色を変える。コード確認は空港
や駅のほか、飲食店や商業施設でも求められる。アプリ
の使用は任意だが、ほぼ義務に近い状態となっている。当

初は、過去14日間の行動追跡を把握して感染を防ぐ目的で
導入されたが、ニュー・ノーマル下においては、復旧・復
興や、道路の通行、出入国の判断に利用されている。

4.8　資材関連プラットフォーム

　MIIT（中華人民共和国工業情報化部）によって構築さ
れたA national key medical supplies dispatching platform
は、21の主要な医療資材（マスク、防護服、ゴーグル、医
薬品等）の収集・統計・解析・監視・スケジュール設定など
ができるプラットフォームである。また、CAICTの保健資
源需給プラットフォーム（図6）でも、リアルタイムで医療
資材の需要と共有をマッチングするサイトを運営している。

4.9　医療現場のロボット活用

　医療現場では、自律移動式で室内や空気を消毒する中
国医薬品メーカー Wisdomのロボットや、医療従事者に代
わって薬や食事を病室に届ける配膳・ケイタリングロボット
が多数活躍した。広東省人民病院は、電動インテリジェン
トカーの新興企業サイテックから2つのインテリジェントロボ

「Ping Ping」「An An」を導入し、事前に入力された病棟
とベッド番号に従って毎日患者に薬を届けた。ハイエンドディ
スプレイの開発等ハイテク企業Beijing Yunji Technology
は、10台を超えるロボットを武漢黄山山病院と杭州ポイント
アイソレーションホテルに提供し、患者の薬の配送、ケー
タリングの輸送、その他無人によるサービスを支援した。
消毒ロボットの中には、5Gを活用して遠隔で操作されるも
のもあった。

■図6．CAICTの需給マッチングプラットフォーム
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5．自動運転車・モビリティの未来
　自動運転実現に向けて世界中で推定1000億ドルが投資
されており、馬車の使用を止めて以来の最大の変化とされ
るが、当初予定されていた2020年頃の導入はいまだめどが
立っていない。COVID-19の影響や今後の可能性について
まとめる。

5.1　自動運転車はなぜ達成のめどが立っていないのか

　自動運転配車サービスの先駆的存在であるWaymo（表2）
は、COVID-19の影響で、パイロットサービスを一時停止す
るなど、自動運転車の開発に遅れが出ている。2020年頃に
は実現するとされていた自動運転車だが、未知のウイルス
以外にも実現を阻む要因がある。規制の問題、ビジネスモ
デルの妥当性と技術的な課題である。特に、技術的な課題
は、知覚システムの問題といえる。飛行機が自動化されて
いるのは高度な知覚を必要としないためで、自動運転車を
実現しようとすると、雨・雪などの自然情報や、歩行者の情
報を探知し予測するための様々なセンサーと予測技術が必
要になる。現時点では、センサーとその処理については限
界があり、今後の更なる研究が必要となる。現実の最適解
は、低速運転でドライバーが要らないデリバリー用自動走行
車である。実際、COVID-19の感染が拡大する中、中国を
中心にロジスティクスの分野で自動運転車が活躍した。

5.2　遠隔操作技術の今後について

　遠隔地にいるオペレータが、自動走行車を動かす遠隔技
術の開発が進められている。スタートアップのDesignated 
Driver（DD）によると、6台のスクリーンを使用してオペレー
タのコントローラを構築した。遠隔操作の最大の問題は遅延
であり、現在は4種類の携帯電話の電波を利用して遅延の問

題を解決している。ドローンで遠隔操作の検証をしたとこ
ろ、遠隔操作で離着率を行うと墜落率が高くなった。問題は
制御ループの遅延で、例えば頭の中で考えて手が動くと、既
に0.5秒遅れるため遅延は避けられない。現時点で低速の
ものでない限り遠隔操作は必要ない。また、無人運転車を
監視するためには人員がたくさん必要になるので、ビジネス
モデル的にも難しい。ただし、乗員の安全を守り、車内を
清潔に保つ公衆衛生の観点では、遠隔監視は必要になる。

5.3　将来のモビリティプラットフォームとは

　CES2020で、トヨタの「e-Palette」やメルセデスの「ヴィ
ジョンAVTR」のような革新的なコンセプトが発表された。

「e-Palette」は最大速度19kmという低速車で、東京オリン
ピックの選手村で導入予定のコンパクト自動運転EVである。
周囲360度の障害物を常に検知し、周囲の状況に応じて最
適な速度で運行する。「ヴィジョンAVTR」は、大容量の高
電圧バッテリを搭載し、1回15分の充電で最大700km走行
するなど、将来の大型高級車のための技術を提案している。
これらの自動運転EV車を走らせるためには、電気自動車
インフラ、充電インフラの発展が欠かせない。特に注目して
いるのは、EV充電設備会社のEvie Networksである。オー
ストラリアで42の超高速電気自動車充電ステーションの設
置を計画している。日本とヨーロッパの両方のプラグを提供
し、利用可能なEVモデルに対応しているのが特徴で、1回
10～40分程度で充電させることができる。支払いは、スマー
トフォンにダウンロードしたアプリからクレジット決済で簡
単に行うことができる。世界経済フォーラムは、世界中の
規制当局と団結し、安全性を担保した高度に自動化された
運転システムのガイドラインを設定したいとしている。

特　集　  COVID-19感染拡大下でのICT
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■表2．自動運転企業ランキング
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6．クラウドソーシングとAIを組み合わせた
ハッカソンの動向　　　　　　　　

　COVID-19に対応するために、大規模ハッカソンに代表
されるオンラインのクラウドソーシングによるイベントが、世
界的な封鎖下で急増している。

6.1　AIcrowd

　現実世界の問題を解決するために発足したAIのクラウド
ソーシングプラットフォームで、スイスを拠点としている。
機械学習や強化学習を使って、データサイエンスの専門家
や学習者が共同で課題を解決するためのプラットフォーム
で、画像分類・テキスト認識・強化学習・敵対的攻撃・画
像セグメンテーション等多くの領域の問題が含まれている。
ホームページには、様々な課題・チャレンジが日々更新され
ている。例えば、「マスクチャレンジ」は、世界中の公衆衛
生担当者を支援するために、リアルタイムで正確な状態で
マスクを着けているか検出するシステムを開発する取組み
である。ゲームエンジンの米国企業unity、Swiss Federal 
Railways（スイス連邦鉄道）、Uber、カーネギーメロン大学、
スタンフォード大学などが協力している。

6.2　#VersusVirusハッカソン

　2020年の4月3日から5日まで48時間のオンラインハッカソ
ンが開催された。約4,500人・600のチームが参加した。
250のプロジェクトのうち42が、1,000スイスフランを獲得し
た。COVID-19に対応した事例がほとんどで、スイスの全
ての病院の集中治療ベッドの稼働状況をリアルタイムで分
析し、医療関係者が稼働状況を予測するのに役立てるア
プリや、スマートウォッチと連動して自分の手が顔に触れ
そうになるとアラームを出すアプリ、管理者が従業員のスト
レスレベルを可視化できるツール等である。次は2020年5月
28日から31日まで開催される。スイスを拠点とするこのハッ
カソンは、約30の研究所・協会と企業が共同で開催してい
る。スイス連邦内務省や連邦経済教育研究所が後援して
いる。パートナーにはIBM、Google、SIEMENS、SAPな
ど184もの企業・アカデミア・財団が名前を連ねている。

6.3　O17サマーチャレンジ

　Open17の略で、若手育成を目的としたオンラインインタラ
クティブコーチングプログラムである。高校生、大学生、大

学院生を対象とし、これらの若いイノベータがオープンデー
タとクラウドソーシングを組み合わせた優れたアイデアを実
行する支援をする取組みである。5週間に2回のセッションで、
国際的な専門家等からアドバイスやコーチングを受け、アイ
デアを実行可能なプロジェクトに仕上げていく。2020年6月
10日に締め切られたテーマは、「COVID-19後の持続可能
な社会を実現するためのアイデア」である。協賛は、ジュネー
ブ大学Citizen Cyberlab（市民が研究に参加する新しい形
態を検討）、パリ大学CRI、Gen-ZのGoodwallソーシャルネッ
トワーク、AI for Good Global Summit、Crowd4SDG（デー
タ収集をサポートする方法を調査し、SDGsの進捗状況を
追跡するプロセスを促進）、Geneva Tsinghua Initiative
が行っている。

7．おわりに
　COVID-19の対応は長期化することを前提に、ICTを活
用して生活の質を向上させる取組みを官民連携して進める
必要がある。日本国内においても、統計データ公開の取組
み、内閣府テックチームのプロジェクトや自治体向けにIT
を使った対応事例の公開等を行っている。韓国や中国のよ
うに対応事例を世界に積極的に発信していないのが残念
である。また、韓国・中国との違いとして、日本ではマス
クなど必要な医療品不足が長らく続いた。今後このような
ことがないように、事業者に対するデータ公開をより強化
し、IT企業と連携したポータルサイトの構築を実現する必
要がある。中国・韓国では、スタートアップが各種アプリ
やAIを活用した医療ソリューションなど幅広い分野でサー
ビスを提供し躍進している事例が目立った。ヨーロッパで
は、ハッカソンを活用して若手技術者を育成しつつCOVID-19
に対処していく取組みが見られた。日本のベンチャー企業
やスタートアップを目指す若手に対しても、そういった活動
を支援する取組みも必要であろう。TTCとしても、活動を
注視しながら積極的に日本が関与できるように様々な支援
を行っていきたい。
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1．はじめに
　ITU-T SG5は、落雷や人体の電磁ばく露、電磁両立性

（EMC：Electromagnetic Compatibility）などの電磁的現
象と、気候変動に対するICT（Information and Commu-
nication Technology）効果の評価方法について検討して
いる。本稿では、新型コロナウィルス（COVID-19）の流
行を受けて、2020年5月11日～20日に初の完全オンラインで
開催された、第6回会合の審議内容を報告する。
　今会合では、WP（Working Party）1所掌の課題1～5
において、新規2件、改訂9件の勧告案について勧告化手
続きを開始することが合意（Consent）された。また、2件
の補足文書（Supplement）の発行が同意（Agreement）
された。一方、WP2所掌の課題6、7、9において、新規4件、
改訂2件の勧告案について勧告化手続きを開始することが合
意（Consent）された。また、1件の補足文書（Supplement）
の発行が同意（Agreement）された。

2．会合概要
（1）会合名：ITU-T SG5 第6回会合（2017−2020会期）
（2）開催場所：オンライン会議
（3）開催期間：2020年5月11日～20日
（4）出席者：31か国 128名（うち、日本から17名）
（5）寄書件数：75件（うち、日本から9件）
（6）合意（Consent）された勧告案：新規6件、改訂11件
（7）同意（Agreement）された文書：3件
　会合結果の要約はITU-T HP（https://www.itu.int/en/
ITU-T/studygroups/2017-2020/05/Pages/exec-sum.
aspx）に記載

3．審議結果
3.1　WP1（EMCと雷防護、電磁界の人体ばく露）におけ

る審議状況

課題1（電磁サージからのICT設備の防護）

　本課題では、雷撃や接地、電力システムからの電磁サー
ジに対する通信システムの防護要件の検討を行っている。
　今会合では、Orangeとフランス国鉄が共同提案してい
る新規勧告案K.int（鉄道き電システムから発生する通信シ
ステムへのDSL周波数帯での電磁干渉の管理）について、
タイトルや日本からのコメントが反映された最終草案が議論
され、K.146として合意（Consent）された。Huaweiから
既存勧告K.56（無線基地局の雷放電に対する防護）とK.112

（雷防護、接地とボンディング）について、電源用のクラス
ⅡSPD試験の参照規格をIEC 61643-1に変更する改訂案が提
案され、それぞれ合意（Consent）された。その他、Huawei
から新ワークアイテムK.SPDM（通信装置内のAC電源ポー
トで用いられるSPDモジュールの性能要求と試験法）の作
成が提案され、了承された。

課題2（装置の過電圧耐力と防護素子）

　本課題では、過電圧や過電流に対する通信システムの防
護要件と防護素子の検討を行っている。
　今会合では、日本が作成を主導している、センタビル内・
宅内・屋外に設置される通信装置の過電圧耐力要件（K.20、
K.21、K.45）の規定根拠を解説する補足文書の草案第3版
について議論が行われた結果、規定根拠としたデータの妥
当性が認められ、次回の草案提案が要請された。英国Bourns
から新規勧告草案K.Eth（Ethernetポートの過電圧と過電
流に対する耐力試験）の最終草案が提案され、微修正を経
てK.147として合意（Consent）された。また、英国Bourns
から既存勧告K.64（特定の環境に設置される屋外装置のた
めの作業安全の実践）について、引用規格の変更に関す
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る改訂案が提案され、合意（Consent）された。さらに、
英国Bournsから既存勧告K.50（ネットワークを介して給電
される通信システムの動作電圧及び電流の安全許容値）の
図面の変更、K.98（宅内に設置される通信装置の過電圧
ガイド）の記述内容の修正が提案され、それぞれ改訂が
合意（Consent）された。既存勧告K21、K.45（宅内装置、
屋外装置の過電圧要件）に関して、スペシャルレベルでの
耐力試験法に関する議論が行われ、NTTのコメントが反
映された改訂草案がそれぞれ合意（Consent）された。そ
の他、GDT（ガス入り放電管）とMOV（金属酸化物バリ
スタ）のハイブリッド素子に対する試験法と要求条件に関
する新規ワークアイテム作成が提案され、K.gmとして作成
が了承された。

課題3（ICTからの電磁界に対する人体ばく露）

　本課題では、ICT装置など通信施設から発生する電磁
界の人体に対するばく露について、管理や測定、ガイドライ
ンの検討を行っている。
　今会合では、既存勧告K.83（電磁界のモニタリング）に
ついて、付録1に記載の電磁界レベルのモニタリング結果
を示したWebサイト情報等を最新化する改訂案が合意

（Consent）された。既存補足文書K.Suppl.1（電磁界と健
康に関するガイド）について、5Gに関する記述を追加した
改訂案が合意（Consent）された。また、既存勧告K.91

（無線電磁界への人体ばく露の推定、評価及びモニタリン
グの手引き）について、付録9の新規補足文書化をNTTド
コモ及びNICTから共同提案し、新規作業項目K.Sup.RF-
undergroundとして了承された後、新規補足文書K.Suppl.20

「地中埋設型基地局からのRFばく露評価」として同意
（Agreement）された。これに関連し、上記既存勧告K.91
について、旧付録9の削除及び旧付録10を新付録9とする
改訂が合意（Consent）された。さらに、WTSA-20に向
け次会期におけるQ3/5の参照条項（Terms of reference）
の追加がラポータより提案され、これにNICTからのコメン
トを反映した「無線通信設備の近くで同時に動作する非無
線通信源からのばく露に関する情報文書」を追加すること
が同意（Agreement）された。また、ICNIRP Guidelines 
2020とIEEE C95.1-2019の改訂点が議論され、ICNIRP 
Guidelines 2020を参照することを政府に推奨することが了
承された。

課題4（電気通信環境におけるEMC問題）

　本課題では、新たな通信装置、通信サービスや無線シス
テムに対応したEMC規格の検討を行っている。
　今会合では、前回会合で議論した通信施設内の電力装
置に関する要件が複数の勧告で重複している状態を解消す
るため、既存勧告K.123（通信施設内の電気装置に関する
EMC要件）から電力装置に関するEMC要件を新規勧告化
するため、K.power_emc（電力装置のEMC要件）の草案
をNTTから提案し、内容について了承された。また、新
規勧告K.pim（移動通信システム用アレイアンテナのパッシ
ブ相互変調歪の試験方法）について草案第2版が提案され、
内容について了承された。既存勧告K.136（無線通信装置
のEMC勧告）について、150kHz以下のエミッション規定と
のK.76との整合、CISPR（国際無線障害特別委員会）と
の整合を踏まえた改訂草案が提案され、内容について了承
された。また、既存勧告K.136（有線通信装置のEMC勧告）
及び新規補足文書K.suppl.5G.EMC（5G用アクティブア
ンテナシステムのEMC試験）について草案の議論があり、
2021年の最終合意を目指して検討を継続することとなっ
た。その他、IEC 61000-4-5のサージイミュニティ試験方
法に関する注意点についてNTTから寄書で情報共有し、
次回会合で詳細な検討結果をIEC TC77/SC77Bにリエゾ
ンすることとなった。

課題5（電磁界と粒子放射線からのICTシステムのセキュリ

ティと信頼性）

　本課題では、粒子放射線による通信装置のソフトエラー
や電磁波セキュリティに関する検討を行っている。
　今会合では、新規勧告K.hemptest（通信装置に対する
HEMPイミュニティ試験法）に関して、NTTから草案第1版
が提案された。議論の中で、HEMPイミュニティの試験法
は既存勧告K.78（通信センタに対する高高度電磁パルス耐
力ガイド）との関連性が高いことから、ユーザビリティや
他の電磁波セキュリティに関する既存勧告との関係性を踏
まえ、次回会合でK.78とのマージ可否について議論するこ
ととなった。また、新規勧告K.soft_dev（ソフトエラー対
策を通信装置に適用する際に必要な半導体デバイス情報）
については、草案第2版が日本から提案され、いくつかコメ
ントが提起されたものの、内容について了承された。本勧
告草案は次回会合で最終草案が作成され、合意される予
定である。
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3.2　WP2（環境、エネルギー効率と循環経済）におけ

る審議状況

課題6（エネルギー効率とスマートエネルギーの実現）

　本課題では、エネルギー効率とスマートエネルギーの実
現に関する勧告を策定している。
　今会合では、L.SE_DC（L.1381）、L.SE_TR（L.1382）、
L.SP_OB（L.1371）の3件の新規勧告のほか、L.1310とL.1331
の2件の改訂勧告が合意（Consent）された。L.SE_DCに関
してはデータセンタ及び通信局舎向けのエネルギーソリュー
ションに関する勧告案であったものの、HuaweiとTelecom 
Italiaからの提案を踏まえて、①L.SE_DC（データセンタ
向けスマートなエネルギーソリューション）、②L.SE_TR（通
信局舎向けスマートなエネルギーソリューション）の2つに勧
告案を分割することが了承され、②が合意（Consent）さ
れた。L.SP_OB（オフィスビルに対する持続性性能を評価、
比較するための方法論）に関しては、勧告草案に対するレ
ビューを行い、L.1371として合意（Consent）された。L.1310
改訂（通信機器に対するエネルギー効率指標と測定方法）
に関しては、無線基地局機器に対するエネルギー効率／性
能評価指標に対し、負荷変動を考慮した結果を追加して改
訂草案が合意（Consent）された。L.1331改訂（移動網の
エネルギー効率化に関する評価）に関しては、5Gを対象とす
ることとして新しい評価指標（遅延時間）規定を追加して、
改訂草案が合意（Consent）された。さらに、L.EE_serv

（サーバに対するエネルギー効率メトリクスと測定方法）、
L.EE_sgpu（サーバに対するエネルギー効率測定手法とメ
トリクス：GPUソリューションベース）、L.EE_dse（データ
格納機器に対するエネルギー効率メトリクスと測定方法）、
L.GAL_3（通信固定網ノードの電力管理機能；NFV環境
における拡張電力管理インタフェース）、L.10kVAC_up to 
400VDC（データセンタ及び通信局舎向け10kVAC入力／
400VまでのDC出力規定を持つ統合給電システム）、L.EE_5G_
evo（ネットワークスライシングを考慮したモバイル網エネル
ギー効率評価）とL.SE_TR（通信局舎向けスマートなエネ
ルギーソリューション）の7つの新規作業項目の開始が了承
された。

課題7（電子廃棄物を含むサーキュラーエコノミー）

　本課題では、電子廃棄物を含むサーキュラーエコノミー
に関する勧告を策定している。
　今会合では、L.CE_2（サーキュラーエコノミー原則を実
現するためのデザインガイドライン）に関しては、これまでの

電話会合の中での議論を踏まえ、Circular Design Guideline 
Groups（CDGG）を、以下の3つのグループ（PD：Product 
durability、3Rue：Ability to Repair, Reuse, upgrade, 
recycle-equipment level、3Rum：Ability to Recycle, 
Repair, Reuse, upgrade-manufacturer level）に再整理し、
最終ドラフトをレビューの結果、L.1023として合意（Consent）
された。新規作業項目としてL.HL_e-waste、L.E-waste-
collectionのほか、L.Mat_frame（ICT機器向けサーキュ
ラーエコノミーに関する原材料効率評価）をオーバービュー
勧告としたシリーズ勧告群となるL.ME_DD（Part2：サー
バ及びデータ格納機器向け安全なデータ消去機能）、L.
ME_AF（Part3：サーバ及びデータ格納機器向けファーム
ウェア及びセキュアなファームウェア更新の可用性）、L.ME_
RM（Part4：サーバ及びデータ格納機器向け希少原材料）、
L.ME_DIS（Part5：サーバ及びデータ格納機器向け分解
及び分解指示）の開始が了承された。

課題9（SDGsフレームワークにおける気候変動とICT評価）

　本課題では、SDGsフレームワークにおける気候変動と
ICT評価に関する勧告を策定している。
　前会合では、UNFCCCパリ協定に合致する、ICTセクタ
に対するGHG排出ガストラジェクトリーに関する勧告L.1470
が合意されたが、今会合ではそのサプリメントとして、L.Sup.
Orgtrajectories（L.1470に準拠する1.5℃ターゲット設定に
向けたモバイル網事業者、固定網事業者、データセンタ事
業者向けガイダンス）がL.Sup.37として同意（Agreement）
された。また、L.TCFD（ICTセクタにおけるTCFD（気
候関連財務情報開示タスクフォース）の適用）に関しては、
TCFDに賛同するICT企業8社（ハードウェア企業、ソフト
ウェア企業、IT企業、通信事業者）と賛同しない企業4社
を対象に、2019年時点での報告内容（TCFDが推奨する
観点）及び、ICTセクタメンバがTCFDに貢献できる可能
性についてのEricssonの調査内容をベースに、最新ドラフ
トが更新された。さらにOrangeにより“グローバルなレベ
ルでのICTセクタにおけるGHG排出量について、ITUが定
期的に評価する提案と課題9に課せられる役割”に関して、
関連するデータ収集（どのようなデータが必要か、どのよう
に収集するか、運用維持、その分析、啓発、他）等の一
連のプロセスの中で課題9がすべきこと、ITUがすべきこと
について提案し、今後ITU-T事務局と連携して具体的な提
案文書を検討していくこととされた。これ以外に、新規作
業項目として3つ、Suppl.L.TrajectoriesManSupp（L.1470

会合報告
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に準拠する1.5℃ターゲット設定に向けたICTメーカ、ICT
サプライヤ向けガイダンス）、Suppl.L.Decarbonisation

（L.1470トラジェクトリを実現するための脱炭素化戦略に関す
るサプリメント）とL.Sup.Enablement（ICTプロジェクトに
より可能となるGHG排出削減に関するサプリメント）の開
始が了承された。

4．おわりに
　今会合は、元々 2020年3月にフランス・ソフィアアンティ
ポリスで開催予定であったが、新型コロナウィルスの影響で
日程が延期され、最終的に全会議がオンラインで行われた。

初のオンライン開催となったが、独自の会議システムは非常
に使い勝手が良く、現地開催の会議と遜色なく活発な議論
が行われた。従来からオンラインで現地の会議に参加でき
る仕組みはあったが、今回の取組みをきっかけとして、オ
ンラインを活用した会議がより活性化し、様々な国や地域、
組織からの参加を期待したいところである。
　今会期（2017−2020）の最終会合は2020年10月19日～
23日にスイス・ジュネーブで予定されているが、開催の可否
は新型コロナウィルスの状況を考慮して決定される見込みで
ある。

ITUが注目しているホットトピックス

ITUのホームページでは、その時々のホットトピックスを“NEWS AND VIEWS”として掲載しています。まさに開催中の会合
における合意事項、ITUが公開しているICT関連ツールキットの紹介等、旬なテーマを知ることができます。ぜひご覧ください。

https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
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1．はじめに
　Focus Group on Technologies for Network 2030（FG 
NET-2030）の第7回会合が、2020年6月15日（月）～18日（木）
にVirtual Meeting（オンライン会合）で開催された。当初
は5月下旬に東京で開催する予定であったが、新型コロナウ
イルスの影響によりオンラインで開催することとなった。こ
の会合には89名が参加登録し、10件の入力文書と5件のリ
エゾン入力について議論され、7件の出力文書が作成され
た。本稿では、本会合で議論された内容と、本FGにより
作成された成果文書について説明する。

2．今回の会合の位置付け
　ITU-T SG13において中国HuaweiからNew IPに関する
寄書が提出され、次期研究会期（2021～2024年）に課題

（Question）を設立して検討すべきかどうかが議論されてい
る。New IPは、FG NET-2030で検討されてきた2030年に
必要とされる要件に対して、これを満たす機能を持つ次世
代の通信プロトコルを作ることを目指している。2020年3月
に開催されたSG13会合においてNew IPの取組みに関する
議論が行われ、IETFにおけるTCP/IPの高機能化に関す
る検討とオーバラップし、異なる通信プロトコルが併存す
る可能性について懸念が示されるとともに、FG NET-2030
の結果を見て判断すべきとのコメントが出された。新型コロ
ナウイルスの影響でオンライン会合となり、議論の時間が限

られることと上記の状況を勘案し、今回の会合は以下の方
針で進めることとなった。
◦FG NET-2030で取り扱う範囲は2030年のネットワークに

必要とされる要件及びフレームワーク／アーキテクチャと
し、New IPに関する議論は行わない。（New IPとして次
期研究会期に向けた議論を行う場はSG13であり、FG NET-
2030は関与しない。）

◦Focus Groupとしての活動期間は2020年10月までとなっ
ているが、会合は今回を最終とし、全ての成果文書を完
成させて7月のSG13会合に提出する。そのため、Focus 
Group内の各サブグループは電話会議により成果文書の
作成を進め、最終版を今回の会合に提出する。

◦オンライン会合は5日間行い、1日当たりは2時間とする。
シングルセッションで実施し、成果文書の完成を第一優
先課題とする。（実際には、2時間の会合を2日間、3時間
の会合を2日間実施し、4日間で終了した。）

3．FG NET-2030会合における議論
3.1　成果文書の発行承認

　電話会議やメーリングリストにおける議論を経て成果文書
の作成が進められ、表1に示される成果文書において、既に
発行されている「New Services and Capabilities for Network 
2030：Description, Technical Gap and Performance Target 
Analysis」と「Representative use cases and key network 
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■表1．成果文書一覧

省略形 タイトル
担当

Subgroup

UC Representative use cases and key network requirements for Network 2030（2020年1月発行） 1

UCrev Additional Representative Use Cases and Key Network Requirements for Network 2030（Technical Report） 1

GAP New Services and Capabilities for Network 2030：Description, Technical Gap and Performance Target Analysis
（2019年10月発行）

2

GAPrev Gap Analysis of Network 2030 New Services, Capabilities and Use cases（Technical Report） 2

AF Network 2030 Architecture Framework（Technical specification） 3

DEMO Description of Demonstrations for Network 2030 on Sixth ITU Workshop on Network 2030 and Demo Day, 13 January 
2020（Technical Report）

2

TERM Terms and Definitions for Network 2030（Technical Specification） 2



ITUジャーナル　Vol. 50　No. 9（2020. 9） 37

requirements for Network 2030」を除く5件の文書につい
て、発行を承認するための議論が行われた。文書に対する
反対意見はなく、大きな修正を行うことなく発行することが
認められた。ただし、用語集となる「Terms and Definitions 
for Network 2030」については未完成の部分があるため、
更新作業を行うことを前提に承認された。これらの文書は
親SGであるSG13に送付されるが、その際に、ギャップ分
析の文書（UC、UCrev）についてはSG2、3、11、12、16、
17、20と関係があり、アーキテクチャ・フレームワーク文書

（AF）についてはSG11、12、15、16、17、20に関係がある
として、SG13に対して展開等の検討を依頼することとした。
　今回の成果文書には含まれなかったが、さらなる検討が
必要な項目として、宇宙と地上間を一体化したネットワークの
ユースケース、いくつかの要件に対する提供的な予測、サー
ビスの管理手法、マーケットの要件に合致する新しいネット
ワークプロトコルの検討、ネットワークサービスのセキュリ
ティ、パーソナル情報の保護、IoTからの情報の保護、新
たなユースケースの収集等が必要とのコメントが出された。

3.2　寄書

　2件の寄書が提出され、説明が行われた。以下に概要を
示す。

3.2.1　New directions for high-throughput and high-

security communication

　スイスのETH Zurichからの寄書で、次世代ネットワーク
として研究開発と実用化に向けた取組みが進められている
SCION（Scalability, Control, and Isolation On Next-
Generation Networks）についての紹介が行われた。セキュ
リティの確保と高速な通信を特徴としており、興味深い取組
みとして、SG11、SG13、SG17への展開を行うこととした。
SG11とSG13については、SCIONの機能の1つであるPath 
Aware Networking（PAN）について検討を依頼すること
とした。

3.2.2　Burst Forwarding-Application aware data 

forwarding technology

　中国Huaweiと、英国University College Londonからの
寄書で、4K/8Kビデオ、ビッグデータ、ホログラム等の大容
量データが増える中で、アプリケーションの要件に応じた
データ転送を行うことにより品質を確保する方式について
提案している。バースト的にデータを送信する仕組みを取り

入れることで、ネットワーク上で動作するアプリケーション
の全体的な性能が向上するとしている。このコンセプトにつ
いては既に成果文書（アーキテクチャ・フレームワーク文書）
に含まれているとのことで、SG13に対する参考情報として
扱うこととした。

4．今回の会合で承認された成果文書の概要
4.1　Additional Representative Use Cases and Key 

Network Requirements for Network 2030（Technical 

Report）

　2020年1月に発行された「Representative use cases and 
key network requirements for Network 2030」以降に追
加されたユースケースについて説明が行われている。追加
されたユースケースは、以下のとおり。
◦Huge Scientific Data Applications（HSD）

・天体観測、素粒子加速器等の大容量データを扱う実
験が行われており、これらには、高速なネットワークと
多くの計算リソースも必要となっている。これらのアプ
リケーションが必要とする要件について説明している。

◦Application-aware Data Burst Forwarding（ABF）
・ルータ等におけるデータ転送を、アプリケーションが必

要とする要件（速度、遅延、等）に応じて優先度をつ
けて制御する仕組みの提案を行っている。

◦Emergency and disaster rescue（EDR）
・あらゆる種類の緊急事態が発生した場合に、場所や

時間を問わず、住民救助のための個別制御サービスを
実現する仕組みについて説明している。

◦Socialized Internet of Things（SIoT）
・ソーシャル・ネットワーク技術の可能性を利用して、延

べ何兆人ものメンバーのコミュニティに属するオブジェ
クト間の相互作用を促進する分散型アプローチを開発
することを目的としている。ソーシャル・ネットワーク技
術の使用は、オブジェクトがほぼ自律的な方法でお互
いに社会的な関係を作り、管理することができるとい
う、異なるビジョンを示すことになる。これを実現する
ためのネットワーク側の機能について、説明が行われて
いる。

◦Connectivity and sharing of pervasively distributed 
AI data, models and knowledge（CSAI）
・このユースケースでは、IoTデバイスが、ダミーのセン

サーやアクチュエータを人工知能（AI）ベースのアル
ゴリズムを利用してユーザを支援し、自律的に、また
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は人間や他のデバイスと対話的に意思決定を行うこと
ができる、より洗練されたインテリジェントなオブジェ
クトへと進化させたものとなることを想定している。

4.2　Gap Analysis of Network 2030 New Services, 

Capabilities and Use cases（Technical Report）

　FG NET-2030で検討された項目において、現在のネット
ワークや他の標準化機関等で検討されている関連項目との
違いを整理した文書である。ネットワークサービスモデル、
ネットワークの機能、ネットワークインフラと運用に分類され
た各項目について、概要とこれまでとの違いを説明してい
る。分析されている項目を、表2に示す。

4.3　Network 2030 Architecture Framework（Technical 

specification）

　FG NET-2030として検討を行ってきたネットワーク・アー
キテクチャの原則とアーキテクチャ全体について記述した
文書となっている。また、アクセス／エッジアーキテクチャ、
ルーティングとアドレッシング、データパスセキュリティ、QoS

（Quality of Service）、バーストスイッチング、ネットワーク
スライシング、MEC（マルチアクセスエッジコンピューティン
グ）のフェデレーション、ネットワーク管理について説明し
ている。
　アーキテクチャの原則においては、シンプルさ、ネイティ
ブにプログラム可能なネットワークとソフトウェアをベースと
したアーキテクチャ、過去のネットワークとの互換性確保、
多種多様なネットワークやそれに関わる機能の接続性確
保、ネイティブなスライシング機能、ネットワークの機能と
サービスの曖昧性がないネーミング、本質的な匿名性と全
てのネットワーク操作に対するセキュリティのサポート、レ
ジリエンス、時間制御を含む伝送品質の保証、を挙げて
いる。これらを実現するための機能が、アクセスネットワー

クとエッジ、宇宙ネットワーキング、ルーティングとアドレッ
シング、セキュリティ・プライバシー・トラスト、QoS、バー
ストスイッチング、ネットワークスライシングアーキテクチャ、
ネットワーク管理の分類に従って記述されている。

4.4　Description of Demonstrations for Network 2030 on 

Sixth ITU Workshop on Network 2030 and Demo 

Day, 13 January 2020（Technical Report）

　2020年1月のリスボン会合において開催されたワークショッ
プで、4件のデモ展示が行われた。本文書は、その展示の
内容について説明している。行われた展示は、以下のとお
りである。
◦Introduction of New IP demonstration（Huawei Tech-

nologies Co., Ltd.）
・新しいインターネットプロトコルのフレームワークとして

検討しているNew IPの取組みの紹介。New IPは、柔
軟なアドレッシング、デターミニスティックなデータ転送、
超高速スループットを提供する伝送、本質的なセキュリ
ティ機能を主要な要件として焦点を当ててあり、これら
は、FG NET-2030で検討した要件とも合致している。
デモでは、サイバー・フィジカル通信、IIoT（Industrial 
IoT）、宇宙・地上統合ネットワーク、を対象に、異種ネッ
トワークの相互接続において柔軟なアドレッシングに
よるスムーズに通信が行えることを示した。

◦Introduction of Computing Power Network demon-
stration（China Telecom）
・既にSG13においても検討が行われている「Computing 

Power Network」のデモ。計算パワーがクラウドから
エッジへと移行する中で、ネットワーク上に計算リソース
を配置し、ネットワークと連携することにより、計算リ
ソースの利用とネットワーク接続の最適化を目指すもの
となっている。デモにおいては、SDN/NFV技術を利用
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■表2．ギャップ分析されている項目一覧

分類 項目

ネットワークサービスモデル In-Time and On-Time Service Guarantees, Coordinated Services, Qualitative Communication Service, Haptic and 
Tactile Communications, Very Large Volumetric-Type Communications（VLV）Services, Cut-through Burst Data 
Forwarding

ネットワークの機能 Network Service Interfaces, High Programmability and Agile Lifecycle, Manageability, Security, Resilience, Loss-
lessness, Privacy, Validation of Delivered Services

ネットワークインフラと運用 Compute in Networks, Intelligent Operation Networks, Support for ManyNets, Artificial Intelligence Aware 
Networking, Support of SIoT-enabled Logistics
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した計算パワーのオーケストレーションにより、Computing 
Power Networkのスケジュール機能を示した。ジェス
チャーで操作するDino Runnerと呼ばれるゲームで、
ジェスチャー解析の処理を決められた時間内で処理が
行われるように計算リソースを配置する様子について
デモが行われた。

◦Introduction of Self-Generated Intent-Based System 
demonstration（Lancaster University）
・Intent-Based Networking（IBN）と呼ばれる概念を

説明するデモが行われた。IBNは、プロセスやオペレー
ションの詳細な技術を指定することなく、ユーザとオ
ペレータが意図を示すだけでネットワークを自動的に構
成する仕組みを指している。IETFにおいて既に議論さ
れており、3件のInternet-Draftが作成されている。

◦Introduction of Internet-scale Holographic-Type Com-
munications demonstration（University of Surrey）
・NET-2030のユースケースの1つとなっているホログラ

フィック型通信（HTC）について、クラウドベースのリ
モートプロダクション機能を活用した新しいHTCベー
スのテレポーテーションプラットフォームのデモが行わ
れた。このシステムでは、新たに提案された適応型フ
レームバッファリングとネットワークの不確実性に対す
るエンドツーエンドのシグナリング技術をサポートして
いる。デモでは、英国ギルドフォードのサリー大学から
会合が開催されたリスボンに向けて、ロンドンにある
AWSのクラウドベースのプラットフォームを介してHTC
ベースのテレポーテーションを実行した。このデモでは、
HTCのFPS（Frame per second）の統計データを用
いて、ユーザのQoE（Quality of Experiences）性能
をリアルタイムで確認した。

4.5　Terms and Definitions for Network 2030（Technical 

Specification）

　FG NET-2030で作成された文書に出現する専門用語の
語彙集となっている。Network 2030については、以下の
とおり定義されている。
◦System, system components and associated aspects 

that relate to an integrated, highly automated, 
intelligent partitions of the infrastructures（including 
heterogeneous communication, compute, storage and 
network services/applications resources）, which contain 
several operator operational domains in all network 

segments（wired/wireless access, core, edge, space or 
mixture of segments）, that may be accessed by a user 
from one or more locations.

　また、他の標準化文書や標準化団体（主に、ISO/IEC 
JTC1/SC21/WG7、ETSI、GSMA）で定義されている用
語及びNET-2030で使用されている用語の定義とその用語
が含まれている成果文書が示されている。前述のとおり、
他の成果文書が完成してから作成を行っているため、更新
作業が続けられている。

5．今後の会合の予定、FG NET-2030の活動について
　FG NET-2030の会合は今回で最終となり、今後の会合
は予定されていない。用語に関する成果文書の更新は継続
して作業が行われるが、その他については完了した。成果
文書をSG13に送付し、以降の議論はSG13及び関連する
SGにおいて行われることとなる。

6．おわりに
　2018年10月から活動を開始したFG NET-2030であるが、
今回の会合が最終となった。前述のとおり、ITU-Tにおけ
る2021～2024年の研究会における体制の検討が行われて
いる最中であり、SG13で提案されているNew IPに関する
新たな課題設立提案と関係することから、成果文書の完成
時期を6月に定めた。そのため、4月から電話会議を連続的
に行って、成果文書を完成させた。
　5Gネットワークからモバイルと固定の融合が進み、IoTデ
バイスの普及の影響もあり、ネットワークの使われ方が変わっ
ていこうとしている。次世代ネットワークのユースケースが
検討される中で、より高速で遅延が少ないネットワークが求
められてきており、単に伝送部分の改良だけではなく、ネッ
トワーク側に各種機能を分散してユーザにその機能を利用
させるなど、新たなアーキテクチャをどのように実現するかが
課題となりそうである。私に関してはITU-T SG17（Security）
の代表者としてFGに参加していたが、セキュリティに関し
ては重要な課題と認識されつつも、2030年のネットワークに
対する新たなコンセプトを作り上げるのは難しい状況であっ
た。5Gのセキュリティが盛んに議論されている状況で10年
先の議論は容易ではないが、現在、SG17においてセキュリ
ティアーキテクチャのあり方について議論をしており、将来
的なネットワークセキュリティのあり方についてITU-T内に
おいて今後議論されていくと考えている。
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1．概要
　2020年6月2日（火）～5日（金）及び16日（火）、第25回電
気通信開発諮問委員会（Telecommunication Development 
Advisory Group：TDAG）がWeb会議（日本時間の20時～
23時）で開催された。TDAGは、年1回開催され、ITU-D
の活動状況等について事務局（BDT）より報告を受け、
今後の計画等をレビューし、BDT局長に助言を与えること
を任務とする。当初予定していた4日間の会期では審議を
終えることができなかったため、審議日を1日追加した。
　ドリーン・ボグダンBDT局長は、就任1年目の2019年来、
ITU-Dの変革・改善に意欲的に取り組んでいる。今回会合
には、ボグダン局長より、2021年11月の世界電気通信開発
会議（WTDC-21）や今後の活動を見据え、ITU-D改革に
関する様々な提案が提示された。

2．事務総局長挨拶
　ジャオ事務総局長より冒頭挨拶があり、2020年5月17日の

「世界電気通信・情報社会の日」での国連事務総長のビデ
オメッセージより、「ICTは世界で最も差し迫った課題に取
り組むための強力なツールであり、新型コロナウイルスを打
ち破り、SDGsを達成するためには、デジタル技術に関する
国際協力が不可欠である」とのメッセージを共有しつつ、
ITUとしてデジタル社会の発展を加速させ、デジタルインフ
ラへの投資を含むICT開発能力を強化し、新型コロナウイ
ルス感染拡大中や沈静化後にも誰一人として取り残さない
ようにするために、この機会を捉えている旨強調した。最
後に、グローバル・ネットワーク強靱性プラットフォームの
立ち上げ、国家緊急通信計画の策定を支援するガイドライ
ンの策定、子どもたちのオンラインの安全性と遠隔学習の
機会の確保などの新型コロナウイルス対策に資するBDTの
努力を称賛した。

3．BDT局長挨拶
　ボグダン局長より、BDTのビジョンはメンバーの声に耳
を傾け、新たな機会を発見・活用し、新たな協力関係を構
築し、伝統的な長期のパートナーに加えて新たなパートナー
との協力関係も構築し、BDTとの協力に真の価値を見出す
ことができるようにすることであり、TDAGはそのような方
向に進むための専門的な助言を提供する重要な役割を果た
していること、新型コロナウイルス下でBDTは国際協力の
パートナーシップを拡大して新たなツールやアプローチを取
り入れてきたが、世界の数十億の人々は、新型コロナウイ
ルス危機の間、コネクティビティの欠如あるいは低速度、コ
スト増加、安全性の低いアクセスを余儀なくされており、
危機後の世界は全ての人々のための包摂的なコネクティビ
ティ及びブロードバンドアクセスに基づいている必要がある
との考えが示された。
　WTDC-21の準備に関連して、BDTの取組みの指針と
なる戦略的優先事項として、BDTの効率性向上、ITU地
域事務所や国連機関との緊密な連携による地域的な関連
性の実現、パートナーシップによる作業の重視、内部での
能力開発活動の実施による職員の能力向上、統計収集・
データ分析能力の強化に基づくデータ主導のリーダーシッ
プの提供などが挙げられた。
　パートナーシップに関して、ITUとユニセフの間で世界
中の学校をインターネットに接続するためのGIGAイニシ
アティブ、国連女性機関、GSMA、ITC、国連大学との
共同設立で世界中の90以上のパートナーが参加するデジ
タル・ジェンダー平等のためのEQUALSパートナーシッ
プ、青年戦略の草案を通じた若者の参加のための取組み
などが紹介された。
　最後に、WTDC-21はインターネットに未接続の人々を接
続させ、政府と産業界の世界的な協力関係を構築し、早期
にインパクトを与え、デジタルの力を活用したSDGsの達成

ITU-D TDAG会合結果報告
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を大きく前進させるためのまたとない機会であり、目的に適
したBDTと合理化されたWTDCは、普遍的なインターネッ
ト接続の機会が提供された世界に向けた高速の進歩を推
進する主役となることができるとの考えが示された。

4．新型コロナウイルス対応への取組み
　ボグダン局長から、新型コロナウイルスに対するITUの
取組みとして各国の対策の優良事例を共有するプラットフォー
ムの立上げや、国連、世界銀行等との協力による行動計画
の作成などが報告された。この局長報告に際して、日本より、
局長の高い指導力に賛辞を贈るとともに、日本がBDTとの
間で拠出金を用いた新型コロナウイルス対応のプロジェクト
を立ち上げることを協議中であることに触れつつ、日本と
して局長はじめBDTの取組みを引き続きサポートし国際的
な新型コロナウイルス対応に貢献する旨を述べた。これに
対して、局長より日本の貢献への謝意が示された。

5．WTDC-21の準備
　“WTDC改革”と称しボグダン局長の主導のもと、2019年
のTDAG会合からWTDC-21に関する議論が始められた。
その後、2回のWebダイアログを経て、局長は、準備プロセ

ス、会合内容及び構成、ステークホルダの参加、サイドイ
ベントの4つを柱とする改革案を取りまとめ、今回会合に提
示した。その内容は、6つの地域代表を集めた事前調整会
合（IRM）の開催、新たなステークホルダ（世銀等のドナー
機関を想定）への参加呼びかけ、開発課題への対応策等
をハイレベルで議論するセッション“Development Track”
の開催などであった。
　局長提案は、日本を含め、アジア・大洋州、アフリカ、
米州、欧州の多くの国から、途上国、先進国の別を問わず
支持された。しかし、アラブ首長国連邦（UAE）、サウジ
アラビア、ヨルダンなどアラブ地域の国 及々びロシアは、議
論が尽くされておらず拙速だとして反対した。最終日で議
論が収束しなかったため、翌々週の6月16日（火）に日程
を追加して審議した。その結果、ワーキンググループ（WG）
を設け、具体案を検討・作成することになった。具体案を
承認するため、2020年秋にも臨時TDAG会合を開催するこ
ととした。
　この議題のセッションの冒頭、WTDC-21のホスト国、エ
チオピアのベリ技術革新大臣より、アフリカで初めて開催さ
れるWTDC-21の意義や期待についてのスピーチがあった。

6．青少年戦略案
　局長は、青少年のデジタル社会への包摂やICTスキルの
向上を目的とする戦略案を作成しTDAGに示した。この戦略
案には、1）ICT分野で顕著な成果を挙げた青少年を‘ICT 
Young Leader（仮称）’に任命し各種活動に参加してもら
う、2）SDG達成に資する革新的なICTソリューションを各
国の青少年が競い合うコンクールを開催する、3）ICT関係
について各国の青少年が議論する青少年フォーラムを開催
する、などのアイデアが盛り込まれている。この戦略案は、
タイ、インドネシア、エジプト、ヨルダン、コートジボワール、
カナダ、メキシコなど多くの国から支持された。今後、個々
の実施内容や必要な財源などを、戦略案の具体化に向け
てBDTでさらに作業することとなった。

7．ITU新指標（統計関係）
　今回TDAG会合の仮議題に含まれていた‘ITU指標の
進捗報告’については、理事会で審議することになった
ためとして議題から落とされ、審議されなかった。TDAG
会合の結果を報告するという本稿の趣旨から少し外れる
が、会合の翌週に開催された理事会非公式会合（2020年6月
9日～12日、Web会議）で本件が審議されたこと、そしてそ

■図1．会合開始に当たりスピーチをするボグダン局長（左上）

■図2．国際的な新型コロナウイルス対応に日本として貢献する旨
発言する横山前技術協力専門官
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の結果はITU-Dでの今後の統計関係の活動に影響を与え
ることから、ここで理事会非公式会合の結果を紹介するこ
ととしたい。
　BDTは‘ICT開発指標（IDI）’の改訂版を公表すべく、
2017年以降、改訂指標に関するデータの収集等に努めて
きたが、半数未満の国のデータしか収集することができず、
改訂版の発行計画は頓挫した。このため、2020年2月、
BDTは、改訂版に代わる新たな指標の作成を提案した。
この新指標は、通信インフラの測定にとどまらず、SDGs
がカバーする様々な分野でのデジタル技術の可用性と使
用状況を測定するものである。日本は、ICTがSDGs達成
を支える基盤であると認識される中、有益な提案である
と認識し、この方向性を支持している。
　理事会非公式会合では、UAE、サウジアラビアが新指
標ではなく、まずはIDIの作成・公表を優先すべしと主張
した。決定権を持たない非公式の会合という制約もあり、
新指標を支持する国とIDIを支持する国との隔たりは埋ま
らなかった。このため、指標は頑強、堅固でかつ科学的
な手法に基づくべきであるとしつつも、全権決議131を考
慮し、できる限り速やかに発行すべしとする玉虫色の結論
に集約され、2020年秋の正式な理事会に審議継続となっ
た。また、それまでの間、統計専門家会合（EG）でも議
論することとされた。

8．ITU-D戦略計画及び運営計画2019の実施状況
　ブエノスアイレス行動計画の進捗状況として、10のテー
マ別優先事項（能力開発、サイバーセキュリティ、デジタル
包摂、デジタル革新エコシステム、デジタルサービスとアプ
リケーション、緊急通信、環境、ネットワークとデジタルイ
ンフラ、政策と規制、統計）について、2019年の主要な成
果をBDTの各担当者から紹介したほか、各地域事務所か
ら2019年に実施した取組みについて報告が行われた。

9．成果に基づく管理
　BDTは2019年に、急速に変化する開発環境の中で首
尾一貫した調和のとれたアプローチを確保するとともに目
的への適合を目指すために、成果に基づく管理の採用に

着手した。2019年の調査分析では、BDTの業務が断片化
され、他部署への情報共有や連携の欠如が確認された。
また、地域イニシアティブは資金投入の機会に恵まれず、
インパクトの追求や成果のアピールが困難であり、ICT開
発へのBDTの関与が他の主要な国際機関や加盟国によっ
て十分に認識されていないことが判明した。
　成果に基づく管理の実施による変更点は以下のとおり
である。

（1）ブエノスアイレス行動計画のプログラムによって定義さ
れたテーマ別優先事項に基づくアプローチの採用。

（2）行動計画予算、プロジェクト、地域イニシアティブ、
信託基金など、様々な財源から得られる全ての利用
可能な資金を組み合わせた、全体的なプログラム的ア
プローチの採用。

（3）新たな意思決定プロセスを導入し、必要な資源を組み
合わせる権限をテーマ別優先事項のうち優先度の高い
テーマの担当者と地域事務所長へ委譲。

（4）テーマ別優先事項と変化の理論に基づくインパクトと
成果に焦点を当てたパートナーシップの特定、資源の
動員、コミュニケーション戦略の採用。

（5）四半期ごとに開催されるレビュー会合で進捗状況を確
認し、全ての作業プログラムの要素を調整するが、そ
の際、特にSMART主要業績指標と各テーマ別優先
事項の運営リスク評価に焦点を当てる。

10．おわりに
　今回のTDAG会合では、ITU-D改革に関するボグダン
局長のこれまでの取組みが報告され、また、今後実施し
たいとする様々な提案が示された。こうした提案は、全
体としてITU-Dの活動強化に資するものであると考える。
次回の定例のTDAG会合は2021年5月の予定であるが、
上述のとおりWTDC改革案を審議するため臨時会合が年
内に開催されることとなった。今後、このWGへの寄与を
含め、ITU-D活動の充実・強化に向けた議論に積極的に
貢献してまいりたい。末筆ながら国内関係者に対してご
協力に謝意を表したい。

会合報告
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編集委員より

　新型コロナ感染拡大が止まりません。世界での感染者数は連日最高

値を更新し、日本国内でも感染者数が一度は減少したものの増加の一

途をたどるばかりです。さらに、地球温暖化の影響か、「近年まれに見

る豪雨」が頻繁に起きています。令和2年7月豪雨対策予算として、政府

は4000億円を充てるとしています。この予算は予備費から捻出するとの

ことですが、国の財政の健全性も気になります。既に令和2年度の補正

予算が2度組まれており、令和2年度の歳出は160兆円を超えています。

当初予定の約102兆円から58兆円も増えています。国の主な歳入は税収

等から得られる約64兆円です。その他は約58兆円の公債で賄われてい

ます。景気の悪化で歳入は落ち込む一方で、公債は増加し、約932兆円

に達しています。その利払いは、8.5兆円と超低金利の恩恵で低く抑えら

れていますが、金利は下がったままとしても公債残高が増え続ければ利

払いも増え、これをまた公債で賄うような財政が持続可能かどうか不安

なしとはいえません。スイスでは、土地があまりにも高騰したため、親

子三代で100年の住宅ローンを組む事例が少なくないようですが、日本

では公債返済のために何世代かかるのか気が遠くなります。途上国であ

ればインフレになっていることは明らかですが、日銀が公債の引き受け

を無制限に行うことで事なきを得るのでしょうか。一方、為替市場にお

いて安全通貨といわれる円は安定しており、むしろ円高の傾向も見られ

ます。どうやらこの苦境からの脱出の成否は、外国政府の財政状況や

海外の市場との相対的な関係にありそうです。かかる状況を打破するた

めにも、Society5.0にうたわれるような社会構造の変革を迅速に実行に

移していくことが求められます。地球温暖化、少子高齢化といった従来

の課題に加えて、感染症対策という喫緊の難題を解決するのが、本稿

に掲載されている技術であることを願ってやみません。

迫られる社会構造の変革

総務省　国際戦略局

山
やまぐち
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編集後記
　今、世界中がCOVID-19感染の猛威に直面している。あらゆ

る分野への打撃は計り知れないものであり、感染の阻止と社会

経済再開のバランスを取る困難さに立ち向かっている。

　この危機的状況においても、未知の病気への悲観論を拡げ続

けるわけにはいかない。今までの経験や技術、新しく得た知識、

全てをもって、命を守ることと経済活動の活発化の両立に向け、

動き続けることが必要である。こうした社会・企業・各人の適応は、

危機的状況を乗り越えるだけでなく、事態の終息後には、社会

システムの大きな変革をもたらすのではないだろうか。

　価値観・働き方・生き方が、大きな転換期を迎えることが予想

される今日。本号の特集は、「COVID-19感染拡大下でのICT」、

様々なフィールドで、ICTを利活用して何ができるか。ぜひご精

読下さい。

情報プラザ
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